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おいしい給食推進室長  石 井   謙 君 

おいしい給食推進室主査  川 嶋   進 君 

生 涯 学 習 課 長  山 本 哲 也 君 

生 涯 学 習 課 長 補 佐  豊 田 修 司 君 

文 化 振 興 室 長  柴 田 裕 実 君 

                                         

出席議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長  山 田 正 巳 

議 会 事 務 局 次 長  堀 内 恵美子 
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議 事 日 程 第 ４ 号 

令和６年９月１７日（火曜日） 

午 前 １０ 時 開 議 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 一般質問 

 

１．本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 一般質問 

                                         

午前１０時００分開議 

 開議の宣告 

 

○議長（大関久義君） 皆さんおはようございます。 

 御報告申し上げます。 

 ただいまの出席議員は全員であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日、写真撮影の申出があり、撮影の許可をしましたことを申し添えます。 

 本日の会議に、地方自治法第121条第１項の規定により出席を求めた者及び議会事務局

職員の出席者は、資料のとおりであります。 
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 議事日程の報告 

 

○議長（大関久義君） 日程について御報告申し上げます。 

 本日の議事日程につきましては、議事日程第４号のとおりといたします。 

 これより議事日程に入ります。 

                                         

 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（大関久義君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、19番大貫千尋君、20番小薗江一三君

を指名いたします。 

                                         

 一般質問 

 

○議長（大関久義君） 日程第２、一般質問を行います。 

 一般質問につきましては、一括質問・一括答弁方式及び一問一答方式の２方式からの選

択といたします。質問は項目ごとに質問し、完結した後、次の質問項目に入っていただく

ようお願いいたします。 

 発言時間は、一問一答方式は質問、答弁合わせて60分以内といたします。 

 執行機関には反問権を付与しておりますので、議員の質問に疑問があるときは反問しま

すと宣言し、議長の許可を得て質問内容を深めてください。さらに、議員、執行機関とも

分かりやすい質問、分かりやすい答弁に努めてくださることを求めます。 

 それでは最初に、18番石松俊雄君の発言を許可いたします。 

 石松俊雄君。 

〔18番 石松俊雄君登壇〕 

○１８番（石松俊雄君） 18番、市政会の石松です。さきの通告に従いまして一問一答方

式で質問をいたします。 

 まず、大項目１、笠間市の公共交通政策について質問をいたします。 

 大都市圏は別としましても、全国の地方圏では過疎化、少子高齢化を背景に、地域の交

通事業者が長年にわたって採算の悪化に苦しんでおります。コロナ以前から、地方圏の９

割近くの路線バス事業者が赤字の状態でありました。また、労働人口不足を背景に事業の

担い手不足も進んでおり、道路運送事業の運転者の６割以上が55歳以上と高齢化も進んで

おります。 

 その一方、地域住民の日常生活における移動の問題も深刻化しており、例えば高齢者の

運転免許証の返納が進めば移動手段に制約を受ける住民が増加し、さらに公共施設の統廃
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合や移転によって遠距離移動を余儀なくされる外出機会も多くなっております。 

 こうした地域の移動課題の深刻化を踏まえて、国は令和２年に自治体の公共交通計画の

策定を努力義務化し、令和５年には地域交通法を改正をいたしました。さらに、同年９月

には地域の公共交通リ・デザイン実現会議を設立をしまして、今年６月に取りまとめが公

表されております。そこには、各自治体はデジタルを活用して、法定協議会、地域公共交

通計画、各施策のアップデートなどを推進するようにと記載をされております。今年４月

時点で公共交通計画を策定済みの自治体は約６割にとどまっており、全国でも思うように

進んでいないようであります。 

 笠間市でもようやく、先日の全員協議会で地域公共交通計画の策定方針が示されました。

その計画の話に入る前に、今年度はデマンドタクシーのサービス向上に向けた取組、シェ

アサイクルなどパーソナルモビリティの推進など、民間と連携しながらＩＴ技術を取り入

れたデジタル交通の構築や環境負荷低減型モビリティの導入などについて研究をして、事

業者と利用者の双方に資する持続性のある公共交通網の再編に向けた取組を推進するとし

て、五つの事業が総額で約２億5,000万円予算計上をされております。 

 最初に、それらの進捗状況を伺います。事業ごとに的を絞ってお聞きをいたしますので、

答弁のほうもよろしくお願いいたします。 

 まず、公共交通対策事業について、公共交通網の再編と自転車利活用推進、そして鉄道

駅の無人化対策事業が予算化されておりますが、とりわけ鉄道駅の無人化対策についてど

ういうことがやられているのか、御答弁ください。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 18番石松議員の御質問にお答えをいたします。 

 公共交通の再編につきましては、まず公共交通事業の指針となる、ただいま御質問いた

だきました地域公共交通計画の年度内の策定に向けた準備、また自転車利活用の推進では

シェアサイクルの運営。 

 また、今これも御質問でいただきました新たなモビリティ導入の検討、鉄道駅の無人化

対策につきましては、先般御報告を申し上げたとおり、稲田駅、福原駅については７月末

で業務を終了いたしまして、今、宍戸駅のみ有人での簡易委託発売の実施の対応を行って

おりまして、併せて無人化対策につきましては、ＪＲ東日本水戸支社と駅舎の活用方法で

あったり、そういったところの検討を今行っているのが現状でございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 福原駅、稲田駅の無人化というのは承知をしているんですけれ

ども、この無人化に伴って特に何か対策はされたのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） まず、利用者サービスにつきましては、現状の遠隔の窓

口サービスであったり、そういったものが十分整っているということを踏まえまして、利
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用者のサービスについては今までどおりの状況です。 

 ただ一方で、安全等に対する不安、そういったような声が寄せられましたので、防犯カ

メラの増設、そういったところを進めているところでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） では、次のデマンドタクシーかさまの事業についてお伺いをい

たします。 

 現在のデマンドタクシーは、完全にアナログで運行されています。デジタル化の流れも

含め、今はアナログでしか予約できない状況を、例えばスマートフォンからでも予約がで

きるようにして、ウェブ予約を進めることによって、今１時間に１便なんですけれども、

それを増やしていく、そういうことを検討を進めていきたいと。さらに、デマンドタクシ

ーと観光協会に運営を委託をしているシェアサイクルのデータの連携を検討したいという、

これ予算委員会での答弁だったかなと思いますが、そういうことをやりたいというふうに

おっしゃられているんですけれども、具体的にＡＩオンデマンド交通システムの導入とい

うのは考えられているのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 今現在、できれば早期に、年明けぐらいを目指している

のですが、スマートフォンから運行時間内にフレキシブルな予約ができるようなサービス

というものの導入の最終調整を行っているところでございます。 

 そういった中で、このＡＩにつきましては、いわゆる学習機能等を含めたＡＩという意

味では現行のシステムではそこまでの導入は図っておりませんが、ただ最善な運行ルート

の算出であったり、そういったところができるようなシステムに今なっているところでご

ざいます。 

 現状としては以上でございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 先ほどの質問の中でも申し上げましたけれども、便数ですね。

増便の可能性は出てきたのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 現在、時間ごとの運行というような形で運行を行ってお

ります。これが、時間の途中でも予約ができるような形に変えたいということで調整は行

っておりますが、まだ事業者と細かいところの部分の調整が済んでおりませんので、そう

いったことができるような形にしていきたいという考えで今、進めているところでござい

ます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） お願いですけれども、ＡＩオンデマンドシステムについては国

土交通省が支援をしている、そういう事業がございますので、これ検討するのであれば、
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ＡＩの導入もぜひ考えていただきたいということを申し添えさせていただきたいと思いま

す。 

 それからもう一つ、公共交通維持確保事業についてお伺いをいたします。 

 路線バス利用促進及び運行継続のための支援、これは路線バスに対する財政的支援を行

っているということは私も承知をしているんですけれども、もう一つのほうの路線バスの

利用促進についてはどういうことがやられているのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 利用促進につきましては、できる限り運行時刻の広報で

あったり、そういったものを事業者と一緒に努めていると。また、今年度はまだ行ってお

りませんが、最近の若い世代で公共交通にちょっと親しまれていないというような部分も

ありましたので、例えば乗り方の教室であったり、こういったものを複数年度かけて実行

しているところでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 路線バスの利用促進は様々いろいろな自治体で行われているん

ですけれども、バスを利用しようというキャンペーン等々があるのですが、そういうこと

は笠間市内で私はもうほぼ見られないんですけれども、そういうことはやらないのですか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 広域での取組といたしまして、例えば新しく高校生にな

られる皆様方に、９市町村ですね、連携中枢都市圏の取組でもあるのですが、そういう

方々へのＰＲを行ったりというようなことを今、行っているところではございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 連携中枢都市圏の取組について私も承知はしておりますけれど

も、いわゆる財政的支援を行っている路線があるわけですね。その路線も、正直申し上げ

て、空気を運ぶという言い方が適切かどうか分かりませんが、そういう事態になっている

路線もないわけじゃない。そういうことについて、きちんと対策を取っていただきたいと

思うんですね。予算の中には利用促進ということが掲げられているわけですから、そうい

う取組ももう少し強化をしていただきたいということをお願いしたいと思います。 

 そして、もう一つの事業、観光周遊バス運行協議会の事業についてお伺いをいたします。 

 この観光周遊バスが生活の一部、足になっている部分があるということなんですけれど

も、これについては御承知でしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 具体的な利用者の調査として、市外の方、市内の方とい

う調査を行ったことはございませんが、実際に実車を行って乗っている方の状況を見る限

り、市民の方も一定数御利用になっているという事実は確認しております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 
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○１８番（石松俊雄君） そうであるならば、やっぱりそのことも含めて検討していただ

きたいということなんですね。 

 先日、私どもの会派の田村泰之議員が運行路線を石切山脈とか石の百年館のある稲田、

福原まで延長してほしいという質問をしましたけれども、１台で運行しているからなかな

か経路の変更、延長は難しいのだということは伺っております。そういう状況も踏まえて

なんですけれども、実際日常生活として、例えば友部から笠間の移動手段に使われている

方、あるいは、これはバスの経路が変更されたときに南吉原地区の方が乗れなくなったと

いうことで非常に苦情、苦情というか、不便を感じられている方もいらっしゃるんですね。 

 そういう日常生活に使っている、一部かもしれませんけれども、市民の声をやっぱりち

ゃんと把握をしていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 当然、利用者の皆様、また使っていない方々の声も含め

まして、どのように把握するかというのは常に課題であり、努めているところではござい

ます。また、この観光周遊バスに限らず、御質問いただいておりますデマンドタクシー、

さらには通常の路線バス、そういったところをどのように組み合わせていくかというのが

課題であり、それを計画に反映させることで今、協議を行っているところが現状でござい

ます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） これ以上申し上げませんけれども、日常生活に利用している一

部の方ですけれども、ちゃんと状況、声を把握していただきたいということをお願いして

おきます。 

 次に、通学支援事業、これスクールバスのことだと思うんですが、このスクールバスの、

登校と下校のときは使うんですけれども、その間はバスがそのままになっていると思うん

ですが、そういう間の時間帯の活用というのは考えられないのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） スクールバスの日中帯、どうしても車両が動かない時間

があるということで、これまでも日中帯を使った、例えば市民の方が違う地区に動くよう

なツアーのような形の実験事業なども行ったことはございます。ただ、現実に日中帯、車

両が止まっている時間に動かすと、その分のまた別途の費用がかかってくるというのが現

状でございますので、そこの部分でどのように活用できるかというのは、また検討を続け

ているところでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 検討していただけるということですから、推移を見守っていき

たいと思います。 

 それでは、地域公共交通計画の中身について少し質問をさせていただきます。次の項目
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に移ります。 

 先日の全協での説明によりますと、地域公共交通計画は交通分野の課題解決ではなくて、

まちづくり、観光振興、健康福祉など様々な分野と密接に関わり、地域戦略の一環として

この計画を策定し、持続可能な公共交通の確立を目指すということ。そして、この計画は

地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにするマスタープランとしての

役割を果たしながら、地域公共交通の活性化及び再生に取り組むための指針として作成す

るというふうに説明をされました。そして、地域交通法に基づいて交通事業者、地域住民、

関係行政機関や学識経験者による法定協議会が設置をされて、12月までに計画案が完成し

て、来年１月にパブリック・コメントにかけて、２月に完成をするという、ここまでは全

協の説明でお聞きをいたしました。 

 この計画の中身なんですけれども、これも全協に示された資料を見ますと、大きく四つ

の柱があるかなと思っております。一つは笠間市の公共交通の課題と計画の目標、二つは

来訪者を対象とした観光交流拠点の周遊性の強化策、三つは地域住民を対象としたまちづ

くりと連動した交通網形成政策、それから四つが地域連携等による交通ネットワークの強

化策。 

 大きくはこの四つの柱になるのかなというふうに承知をしているのですが、それでよろ

しいのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 現時点の検討は、今言われた四つの項目で検討を進めて

いるところでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 全協に示された資料の中に市民からの意見というのがありまし

て、そこには市民実感度調査の結果が示されておりました。約７割の市民が市内の公共交

通に不便さを感じているという、そういう結果なんですけれども、７割ですから、いわば

笠間市は公共交通機関の不便地域というふうに言えるのではないかなと私は思います。さ

らに、様々なモビリティの運行実証実験が行う、先ほどの部長の答弁の中にもありました

けれども、買物や観光に一定の利用があって、新たな交通システムの導入にも市民は好意

的であるという、そういう結果も報告をされました。 

 ただ、一定の需要があっても利用料金が高くなるというところで、現在の需要だけでは

事業として成り立たないので、実際の導入には至ってないのだという、そういうことは報

告をされ、私も認識をしております。 

 私どもの田村泰之議員が質問した際に動く市役所で連携しているモネ・テクノロジーズ

との自動運転システムの導入について検討しているという、そういう答弁をいただいてい

るのですが、この自動運転システムの導入については、具体的に計画の中に示されるので

しょうか。 
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○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 私どもの市の公共交通の状況といたしまして、地方都市

どこも苦しい中で、全域をデマンドタクシーがカバーしというような意味から一定の充足

はあるのだというのが、今の現状の認識ではございますが、ただその中で、今御質問いた

だきました自動運転につきましては、どのタイミングの事業化がコスト面も含めて一番ベ

ストであるか、そこは今なお検討を続けているところで、どのような形で計画の中に記載

をするかというのはまだ検討中の段階でございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） どのタイミングでということなんですけれども、そのタイミン

グの中身なんですね。市民の日常生活よりも、来訪者に対する公共交通の施策のほうに力

が入れられているのではないかというふうに感じている市民もいらっしゃいます。私も多

少そう感じるのですけれども、例えば今回の全協の説明資料でも、来訪者を対象とした観

光交流拠点の周遊性強化には観光周遊バスの回遊性の向上、モビリティ規模の適正化、さ

らにはデマンドタクシーの来訪者利用や観光タクシーの導入、そして自家用車から鉄道へ

のシフトという、そういうことが入っているんですけれども、一方、地域住民を対象とし

たまちづくりと連動した公共交通網形成には市街地形成の変化などに対応した路線バスの

再編しか入ってないんですね。 

 こういうところに、もっと日常生活における公共交通網の整備に力入れてもらいたい、

そういう意見が少なからず市民の中にあるんですけれども、この辺はどうなのでしょうか。

自動運転の導入のタイミングも含めてなんですけれども、自動運転を日常生活の中にやっ

ぱり導入していただけるのかどうか、その件御答弁ください。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 自動運転と申してもいろいろなレベルがある中で、それ

ぞれにかかってくる費用も変わってまいります。今御質問いただきましたとおり、来訪す

る方にとって利便性が高い公共交通、それはある種市民にとっても利便性が高い公共交通

になり得ないかという視点が入っているのは間違いございません。 

 ただ一方で、自家用有償運送であったり、地域の中でどういうふうに交通を守っていく

か、もしくはいいものにしていくか、ここの検討も全く外して検討しているわけではござ

いませんので、一体的に検討させていただいているところでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 来訪する人にとって便利になれば市民にとっても便利になると、

それは当たり前のことですよね。来訪する方を対象にじゃなくて、市民の日常生活を対象

にした公共交通網の整備、もっと言うならば自動運転の導入というのをやっぱり考えてい

ただきたいと思います。 

 私どもの会派で大阪の四條畷市に行ってまいりました。ここでは内閣府の未来技術社会



- 137 - 

 

実装事業という採択を受けて、市民の方々が実際に自動運転されているんですね。ボラン

ティアで参加されている市民の方とお話をしてきました。アクティブシニアの方々なんで

すけれども、自分でパソコンをいじりながら車のカートの運転をするのですが、非常に楽

しいということをおっしゃっていました。 

 要するに、事業者と市の連携だけでは、やっぱりもう解決できないと思うんですよ。こ

れ、やっぱり市民参加ということをきちんと考えていかないといけないと思うんですね。

そういう意味の住民参加の視点ということが必要ですし、そういうことを市民生活の中で、

公共交通網を整備していく議論の中にやっぱり市民を巻き込んでいくという、そういう視

点がとても重要じゃないかなと思うのですが、そういう視点については今度つくられる計

画の中にはきちんと持っていただけるのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 今御質問いただいた内容を、先ほども全体的の中の検討

の中に入れているというのは間違いございません。 

 また、これだけ乗務員が不足している状況になってきて、またビジネスモデルとしてな

かなか地方都市としては今までの形態は通用しないというのは、今御質問いただいている

流れからそのとおりでございますから、その中に市民の皆様のお力、もしくは地域でどの

ように考えるかという視点は必要になりますので、今回の計画にそこの具体策を明記する

かどうかというのは別物でございますけれども、そういった考え方というものは当然入れ

ながら計画を策定していきたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） やっぱりこだわりたい、私がこだわるのは、具体策を明記する

かどうかは別ですけれどもというところなんですよね。今もう困っているんですよ、運転

免許証返納した方というのは。今じゃないと、これは意味ないんですよ。 

 だから、先ほど自動運転の導入のタイミングの問題だというのをおっしゃったんですけ

れども、これは早くやっていただきたいんですよ。その辺どうなんですか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） ここに至るまでも、今回の計画の議論ではないところで、

例えば水戸と連携して需要が成り立つかというような、いわゆる生活の足としてどういう

ものが成り立つかというものは日々検討を進めているところでございます。 

 また、すみません私の話し方が悪くて、先送りをするというような考えもございません。

できるだけ、その地域その地域でもしも合ったものが入ってくれば、それは早期に導入を

していくという考えでおります。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） もう申しませんけれども、先送りをしないでいただきたいとい

うのが私の意見です。連携中枢都市圏の問題はあると思うんですよ。それは笠間市だけで
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はなくて、隣の水戸市との連携どうするかという問題はあるのですが、それはそれとして、

今、日常生活で、日常の移動手段がなくて困っている方、市内の移動手段がなくて困って

いる方、実際いるわけですよ。そういう市民に１日も早くそういう不便さが解消するよう

な公共交通計画にしていただきたいということを最後に申し上げまして、次のデジタルト

ランスフォーメーションの質問に移らせていただきます。 

 ＩＴ化と違いまして、デジタルトランスフォーメーションとは、形が跡形もなくすっか

り変わることを意味しております。デジタルトランスフォーメーションを実行していくに

当たっては、データを収集、蓄積、処理するＩＴシステムが環境変化、経営、事業の変化

に対し、柔軟にかつスピーディーに対応できることが必要であります。そして、これに対

応して事業を替えていくことが肝要であるわけです。 

 しかし、デジタルトランスフォーメーションとＩＴ化の差異、違いが不明確な人がまだ

まだ多いのが現状ではないかと思います。ＩＴ化とデジタルトランスフォーメーションが

手段と目的であること、またＩＴ化が既存の業務プロセスの効率化を目指すのに対し、デ

ジタルトランスフォーメーションはもっと大局的なレベルで、製品、サービスやビジネス

モデルの変革を目指す点に違いがあることを理解しなければならないと思います。 

 自治体に置き換えて言うならば、ＩＴは、組織、業務の効率化を主な目的として業務を

情報通信技術に代替をしてきました。それは、業務からの視点で行われてきたわけであり

ます。一方、デジタルトランスフォーメーションは、市民サービスの向上を主な目的とし

てデジタル技術を用いて新しい価値を生み出したり仕組みを変えたりする、つまり業務で

はなく住民、市民からの視点に立つというところに、私は大きな違いがあるというふうに

考えております。 

 そこでお伺いをいたします。このＩＴとデジタルトランスフォーメーションの違いにつ

いて、もちろん職員の皆さんには浸透しているかと思いますが、市民にはどれぐらい浸透

しているとお考えでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） ＩＴ化といわゆるＤＸ、ここについて、その言葉の意味、

また目指す姿、これが調査をしたわけではございませんけれども、まだまだ市民の皆様に

浸透している段階にはないという認識でおります。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 浸透してないという、中身なんですね、中身を知っていただき

たいんですよ。 

 例えば、デジタルトランスフォーメーションやっていますというふうに言っている方、

職員の方も含めてなんですけれども、例えば紙の印刷なくしてＰＤＦにしましたとか、そ

れから打合せをじかの会議じゃなくてオンラインにしましたとか、テレワークを導入して

いるんですよというふうにおっしゃるんですよ。でも、それはデジタルトランスフォーメ
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ーションじゃないですよね。いわゆる業務を、ＩＴに置き換えただけということだと思う

んですね。そういうことだとか、あるいは私たちはこのタブレットで今資料を見ています

けれども、やっぱり紙のほうがいいよねと、一覧性があっていいよねというふうにおっし

ゃる方もいますし、会議も実際ウェブでやるのではなくて、議会でもなかなかウェブ会議

が導入できてないんですけれども、直接人間と人間が話をしないと熱だとか感情だとか伝

わらないねという、そういう話が出てきたりとか、コミュニケーションが希薄になるねと

いう、そういう苦情なんかも出てくるわけですよ。これではやっぱり私はいけないなとい

うふうに思うのです。 

 一番いい例が、ＪＲのみどりの窓口がなくなりました。自動販売機できていますけれど

も、結局これ、またみどりの窓口なくさないようにするという方向に移っていますよね。

笠間市でいえば、手の中にある市役所を実現していきましょうというのが目標になってい

るんですけれども、要するにＪＲで言えば、インターネットやスマホを利用して切符を買

わなくて済むようにする、さらには改札口がなくなるわけですよ。そういうところが本来

的な目的なのに、その目的がきちんと周知をされないで、みどりの窓口だけなくしていく

というふうにすると、利用者にとってはやっぱり不便になった、サービスが悪くなったと

しか映らないわけですよ。私は、手の中にある市役所の実現というのを、そういうふうに

やっぱりしてほしくないんですね。 

 そのためにはやっぱり市民の意識、認識をきちんとつかんでいただいて、デジタルトラ

ンスフォーメーションの方向性、目標、市が何をやろうとしているのかというのをもっと

きちんと市民の分かるようにしていただきたいんですけれども、その辺についてはいかが

でしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 私どもが目指しているＤＸ、これはもう最適なタイミン

グで迅速に手軽に手続が行える状態、さらには個別の健康状態に合ったサービスが提供で

きる状態、こういったものをあくまでも市民サービス、市民の皆様の生活の観点で目指し

ていくものをＤＸという位置づけを、計画上は行っております。 

 ただ、そのためには、ある程度デジタル化というものを前提した社会を構築していく必

要もあり、またこの後の質問でもあろうかと思いますが、デバイド対策であったり、様々

な状態、条件というものがあろうかと思っております。ここは小さいことではありますが、

こういう身に感じるサービスというんでしょうか、使う側のサービスの提供というのをど

れだけやれるかというのが大事なことという認識で今、進めているところでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） ただいまの部長の答弁を聞く範囲では、多分問題意識は同じな

のかなというふうには感じるんですけれども、少し細かいことを聞かせていただきたいと

思います。 
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 小項目②に移ります。標準化・共通化の進捗状況ですね。 

 これまでの自治体は、個別にシステム開発、運用を行ってきたために維持管理や改修に

かかる負担が非常に大きかったり、自治体間の連携が取りづらかったりする等々の課題が

あったわけです。これが、デジタルトランスフォーメーションによってシステムの標準

化・共通化がされていけば、全国の自治体で同じ品質のサービス提供が可能になったり、

あるいは自治体間の連携強化や業務の効率化ということが期待をされているわけです。さ

らには運用に係る人的な財政的なコスト削減ということにもつながりますから、人員不足

の解消、行政サービスの質の向上になる、それだというふうに認識をしているんですね。 

 これは多分、部長も同じだと思うんですが、ところが令和５年度の実績報告が全協であ

りました。障害福祉システムのベンダーの撤退によって、来年度中の標準準拠システム移

行が遅れますという報告があったのですが、この中身ですね、ベンダーの撤退というのは

どういうことなのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 御質問ございましたとおり、住民基本台帳や個人住民税

などの20業務、こちらを令和６年度中に完了する予定で進めてきたところでございました

が、障害者福祉システムもこの移行の対象の一つなんですけれども、現行のベンダーがこ

の標準化への移行に対応できないというようなことから撤退することとなりました。 

 これによりまして、予定を１年間後ろ倒しといたしましたが、今現在、調達先も決定し

ておりまして、国の定める令和７年度末までに移行が完了することで今、調整を進めてい

るところでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 標準化に対応できないようなベンダー、何で採用したんだとい

うことを言いたいんですけれども、そこは今日は言わないようにしたいと思いますが、こ

の計画全体への影響はないというふうに認識をしてよろしいですか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 予定年度は１年後ろ倒しすることにはなりましたが、全

体としての影響はございません。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 標準化・共通化は１年遅れるというふうに認識をしたいと思い

ます。 

 それでは、次の小項目③に移ります。デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享

受できるよう、国の自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画の中には、特に

国民の利便性向上に資する手続として31の手続が定められております。この31の行政サー

ビスをオンライン化すると、手続コストが１兆3,000億円削減できるんだという、そうい

う調査結果も示されております。 
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 先日の私の介護検診クラウドの質問に対する堀内部長の答弁の中でも触れられておりま

したけれども、笠間市ではローコード開発ツール、多分ファイルメーカーだと思いますが、

これを使って介護システムからの申請、情報のインポートや医療機関への手数料支払いの

消し込み作業を自動化して、年間で250時間以上の作業時間を削減するという、そういう

取組をしているのだということが言われておりました。いわゆる業務のデジタル化が、職

員の皆さんによって果敢に進められているのだと思います。 

 しかし、問題はそれらの結果として、私たちの住民側にとっての行政手続のオンライン

化がどれぐらい進むのかというのが私は問題だと思っています。そういう意味で、令和７

年度までの具体的な予定、計画について教えていただけますか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 現在の計画におきましては、国のほうでオンライン化を

優先的に進めていくべき事項というのが59事業掲げられておりまして、うち笠間市は45事

業がそれに該当いたします。まず、今計画中にこれの100％を達成するということで、昨

年度、１年度間かかってしまいましたが、粗大ごみの受付であったり、あとは被災者関係

の部分のオンライン化が終了いたしましたので、今現在100％ということになりました。 

 これを受けまして、今現在は、今度は目標値を明確に定めているわけではございません

が、毎年100件以上必ず申請であったり、これ単年度繰り返しでも同じなんですけれども、

そういったものをオンライン化するという目標を掲げて、今現在は進めているところでご

ざいます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 粗大ごみのオンラインの申込みというのは非常に便利です。私

も使わせていただいているのですけれども、便利に感じるのですが、これ59事業のうち45

事業が実現したというお話だったんですけれども、もう少しちょっと具体的に、何をどう

いうふうに実現していくのか、今日答弁は結構です。何をどういうふうに実現していくの

か、どこまで進んだのか、そして次の目標はどこなのかという、そういう具体的な目標を、

申し訳ないんですけれども、議会にやっぱり示していただきたいなと思います。職員の皆

さんが、ローコード開発ツール使って果敢に一生懸命やられているのは私も存じ上げてい

るんですけれども、それが住民側にとって便利になっていくというふうにつながっていか

ないと、やっぱり市民もなかなか実感できないので、そういう実感をするためにも、今ほ

ど言ったようなアピールというか、報告をぜひしていただきたいなというふうに思います。 

 それをお願いしまして、小項目④マイナンバーカードについて移らせていただきます。 

 マイナンバーカードの笠間市民への普及状況について教えてください。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） マイナンバーカードの交付状況につきましては、令和５

年度末で交付率79.5％、前年度比較しまして12.3％の増加となりました。最新で、令和６
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年８月31日時点では交付率が82.5％となっている現状でございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） ありがとうございます。 

 自民党の総裁選挙の中でＩＴ担当大臣と官房長官の言っていることが違うということで、

非常に私もどうしたものかなと思っているのですが、マイナカードが健康保険証の利用に

適用されていくというのが、本年12月２日から始まることになっています。これちょっと

総裁選挙の結果によってどうなるか分からないというのもあるのですが、取りあえずそう

いう予定になっています。 

 その予定に向けて、笠間市としてどういうふうに準備をされているのかちょっと細かく

お聞きをしたいのですが、一つはマイナンバーカードの健康保険証になった場合、マイナ

ンバーカードを持たない方はどうなるのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） マイナンバーカードを取得されていない方につきまして

は、資格確認書というものが発行されることで進められております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 一般的にマイナ保険証に変わったら保険証が使えなくなるとい

うふうに認識をされているのですが、マイナンバーカードを持たれてない方には資格確認

書が発行されて、それを使えば今までどおり健康保険証と同じように使えるという、そう

いう認識でよろしいのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） その認識でございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） じゃあ、マイナンバーカードを持っていても健康保険証とひも

づけられてない方もいらっしゃると思うのですが、そういう方はどうなるのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） マイナカードとひもづいてない方につきましても、加入

する健康保険により対応やや異なるところございますが、国民健康保険におきましては、

現在の健康保険証の有効期限である、まずは来年７月31日まで、引き続き健康保険証を使

用することができます。また、国民健康保険に加入された方、健康保険証を紛失された方

でひもづけがされていない方についても、資格確認書を発行するというような形で進めて

まいる予定です。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） この資格確認書の発行というのは、申請になるのですか。それ

とも、申請しなくても健康保険証と同じように皆さんにちゃんと発行されるのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 
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○政策企画部長（北野高史君） 資格確認書の発行は、これは国からの現在の方針に従い

ますと、原則被保険者からの申請に基づく取扱いとされておりますが、令和６年12月２日

に健康保険証が廃止された以降、加入された方、また紛失された方については、資格確認

書を発行するというような形になっております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） きちんと確認したいのですけれども、申請をしなくても全員に

発行されるという理解でよろしいのですか。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 18番石松議員の御質問にお答えいたします。 

 資格確認書については、国保の場合、ひもづけされていない方に関しては市のほうでプ

ッシュ型で交付をいたしますが、ひもづけされている方についてはあくまでも御本人から

の申請の上、交付というような形になっております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） だから、ひもづけをされてない方は、申請をしなくても市のほ

うから発行していただけるという認識でいいのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） そのとおりでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 分かりました。 

 それでは、本人認証確認ができない、例えば赤ちゃんですね、顔の認証もできないしパ

スワードも入れられないわけですけれども、そういう人はどうなるのですか。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） そういった方については、乳幼児など自身で意思表示が

できない方、現状でも保護者などの補助者がいるため、その補助者の方が暗証番号等で本

人確認をすると考えております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 特別にそういう方向けのマイナ保険証の発行というのはないの

ですか。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 乳幼児、それから高齢者の方なんかもそうなんですけれ

ども、マイナ保険証の発行というよりは、資格証明書の申請等について今、協議がされて

いるというようなことで情報を伺っております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） じゃあ、認証ができない方については、資格証明書が発行され

るという認識でよろしいのでしょうか。 
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○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 手続を、本人の申請ができない方もおりますので、施設

入所者等も含めて、代理申請の検討がされているという認識でおります。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 次に移りたいと思うんですけれども、実は能登半島地震のとき、

マイナカードがやっぱり使えなかった、本人認証ができなかったということですね、その

原因は、マイナカードの中には識別子というのは入っていますけれども、交通系のＳｕｉ

ｃａなどと違って、カード自体には何の情報も入っていないので、インターネットがつな

がらなくなってしまうと本人確認ができなくなってしまうんですね。そういう意味で、能

登半島地震のときは、避難所ではＳｕｉｃａ、要するに交通系のカードが使われたという

ふうに聞いております。 

 そういう意味で、停電や災害が起こった場合、あるいはネット障害が起こった場合はど

ういうふうに対応されるのですか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 地震、風水害などの大規模災害の際につきましては、そ

の都度、氏名や生年月日、また加入する健康保険などの申立ていただくことで、医療機関

等で受診ができるよう、そういうものを定めた国の厚労省からの通知というものも発布さ

れまして、なかなか現状の場所場所によって、もしかすると違いあるかもしれませんが、

被災者の方に御迷惑をかけない寄り添った対応というものが取られるようには準備をして

いるというふうに認識をしているところでございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） それは国が準備をしているという意味なのでしょうけれども、

多分その資格情報のお知らせが同時に発行されるということなのでしょうが、その資格情

報をきちんと使わなくてはいけないということになってくるんですけれども、そういうこ

とについて、国のほうでということではなくて、市のほうでちゃんと認識していただきた

いのですけれども、いかがですか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） そこにつきましては、私どもデジタル担当するセクショ

ン、また保健福祉部、さらには災害を担当する総務部、こういったところでしっかり情報

共有を図りつつ、どのような対応ができていくのかというのは認識を深めながら進めてま

いりたいと思います。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） それと、高齢者施設では、施設が健康保険証を今管理をして、

入所者の分をまとめて薬を取りに行くとか、そういうことが行われているわけですけれど

も、これが保険証と違ってマイナ保険証になりますと、暗証番号等々が勝手に使えなくな
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りますね。こういう場合の対応については、どのように考えられているのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 高齢者施設等につきましては、施設等の支援者向けのマ

ニュアルが昨年12月に提供されておりまして、先般、施設担当課において、その認知度や

状況調査をいたしたところであります。施設ごとにマイナンバーカードの取得等について

の考え方に違いが見られたり、国においても、マイナ保険証での受診が困難なため、いわ

ゆる資格保険書の取得が必要な高齢者に対しては、先ほど申し上げました施設職員からの

代理申請などの検討も示されておりまして、今後も新たな情報等について適時お示ししな

がら、保険証移行について保健福祉部としても円滑な移行に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） ということは、必要な施設に対しては、代理申請で資格確認書

が発行されるというふうな理解でよろしいのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 国のほうの支援者向けマニュアルにはそのように示され

ておりますので、同様の認識でございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） マイナカードにはマイナカードの期限と、それから電子証明書

の有効期限という二つあると思うのですけれども、これはマイナ保険証になった場合はど

ちらが有効期限があるのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 電子署名が有効期限となりまして、ただ３か月間はマイ

ナンバーカードでの資格認証、期間満了後、行えるようになります。この期間中に更新を

いただくか、またこれを経過した際には申請によらず、資格確認書というものを交付する

予定で進めております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） これらの今私が質問したのは、私が疑問に思っていることを質

問したんですけれども、これだけではないですよね。多分いろいろな方がいろいろな疑問

をお持ちだと思うんですけれども、これ12月から実施じゃないですか、もう期間ないです

よね。きちんとこれに対して、国のこともあるのかもしれない、国がきちんと示してない

部分もあるのかもしれないけれども、笠間市としてもっと市民に対して、こうなりますよ

と、マイナンバーカードを持たない人はこういうふうになりますよと、心配しなくていい

んだということをきちんとやっぱりお知らせしていただきたいんですよね。そうしないと、

何かマイナ保険証になったらもう保険証が使えなくて病院にかかれなくなるという、高い

お金を払わなきゃいけなくなるという、そういう誤解もあります、率直に言って。 
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 そういうことのないようにやっていただきたいのですけれども、そういうことは市とし

てはやっていただけないのですか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 当然、大きな制度改正になってまいりますので、今も周

知をしてないということではないのですけれども、様々な不安がある状態でもございます。

ただ、私どもに来る情報というものもそれぞれの保険者によってやや違いがあるであった

り、そういったところもございますが、その点も含めて、今御指摘いただいたような形で

の市民の皆様への周知というのは引き続き強めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 先ほど申し上げたように、総裁選挙の結果によってどうなるか

も分からないというような国の状況もありますけれども、しかし12月にはもう実施をされ

るという予定は決まっているわけですから、もう少し国の問題ではなくて、笠間市として

市民に対してフレンドリーな説明だとか対応というものをしていただきたいんですよね。

やっぱり皆さん、不安に思っていますよ。別に市民だけではなくて、医療従事者の方々も

不安に思っていますよ。やっぱりちゃんとやって、間に合わないですよね、やらないと。

もう12月ですから。 

 急いできちんとやっていただけるという、そういうふうに約束はしていただけないです

か。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 国民健康保険はじめ他の保険制度も含めまして、市民の

方の理解が十分にできますよう取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 十分にできますという中身が問題なんですけれども、取りあえ

ずやっていただけるというふうに理解をしたいと思います。 

 それでは、小項目⑤デジタルデバイド対策について移らせていただきます。 

 デジタル化による利便性を享受するためには、受け手側の環境整備も必要であるという

ことは執行部の皆さんも十分御承知のことかと思います。内閣府の情報通信機器の利活用

に関する世論調査によりますと、70歳以上の方がスマートフォン等を利用しない理由とし

て、自分の生活に必要ないと思っているからというのが挙げられております。そういうこ

とから考えますと、もっと高齢者のデジタルへの接触機会を増やしその価値や利便性を実

感してもらう取組や、行政のデジタル化においては利用者に分かりやすくシステムを構築

してデジタルへの抵抗感をなくしていくことが、私は今大変重要になっているというふう

に考えています。 

 そうしたことも含めまして、これまで笠間市で取り組まれてきましたデジタルデバイド

対策の内容と、その成果がどうデジタルデバイドの解消につながっているのかということ
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を簡単に御説明いただけますか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） これまでデジタルデバイド対策につきましては、例えば

国の総務省事業を活用したスマートフォン教室であったり、一般的な教室、こういったも

のを継続して実施してきているとともに、オンラインでのスマホ相談の提供、また今御質

問いただいたとおりで、現実にどういう場面で使ってどういうふうに使ったら楽しいのか、

そういう形を提供しないと、なかなか触れ合う機会というのが増えないという課題がござ

いましたので、ワークショップとＳＮＳを活用して実際に御自分が撮った写真がそのまま

みんなに笠間の魅力として公表されるようなワークショップというものも、新たに一昨年

度また昨年度と継続して行うことで、今少しでも、非常に草の根的な対策にはなりますけ

れども、触れ合う機会というものの増加を図っているというのが現状でございます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 今後の課題にも含めてなんですけれども、例えばデジタルデバ

イド解消のためには、一つはデジタル媒介を、要するにデジタルを使わない人もマニュア

ルでできるような、そういうシステムも、要するに両方ですね、残していこうという考え

方があります。でも、これだと結局費用がかかるわけですよ、方法が二つになるわけです

から。それともう一つは、いつまでたってもデジタル化できないという、デジタル化の目

標が本当に希薄になって実現できないというふうになるわけですね。ですから、デジタル

の進んでいる先進国ではそういう二つの方法を残すということではなくて、デジタルデバ

イド対策をきちんとやって、デジタルに対応できない人を対応できるように誘導していく

という、そういう政策を進めていくというのが大体世界の先進国の主流になっているわけ

ですよ。そういう意味でいうと、私はもっとデジタルデバイド対策をきちんとやるべきで

はないかなというふうに思います。 

 問題意識は、先ほど部長が答弁された、実際に体験してみるということがとても大事な

んだろうなというふうに思うのです。部長がおっしゃったワークショップで写真を撮って

というのも私も存じ上げているのですけれども、そういうことだけではなくて、もっと日

常生活の中で具体的にやれること、そういうことをもっとやっていくべきではないかなと

いうふうに思います。例えば、インターネットを利用して買物をやったりとか、あるいは

ニュースをきちんと見たりとか、健康アプリの使い方をきちんと教えるとか、先ほどＪＲ

の話しましたけれども、実際にＪＲの切符をみんなで一緒に買ってみるとか、そういう日

常生活の中で体験できるような、そういう教室を一つはやっぱりきちんとやっていくべき

だろうと思いますし、もう一つはスマホ、アローズですか、これ月2,000円で貸出しをし

ているかと思うんですけれども、これ承知されてない市民の方多いですよ。こういうこと

を、もうちょっと貸出しの条件を緩和していただいて、図書館だとかＴｏｍｏａ（トモア）

だとか、そういうところでもきちんと貸出しをできるような、そういうこともやっていた
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だきたいですし、もう一つはデバイス、要するにスマホやタブレットを買うときの、経済

的に困難な方に限られるのでしょうけれども、財政的支援というのもやっぱり考える必要

があるのではないかなと思うのです。 

 そういうことについては考えていただけないでしょうか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 非常に、どこから先かというようなところに課題がある

のは事実なんですけれども、今御指摘いただいたとおり、課題感としては、どうしてもア

ナログのサービスを残してデジタルのサービスもやるというのが今の現状ではございます

ので、ここをどういうふうにやっていくかというのは、まさに今現在どういう形がいいの

かというのを検討しているところです。 

 また、スマホの貸出し３年目で、すみません、お知らせなどはやってきたつもりでござ

いますが、周知が足りなかったとすれば不徳の致すところでございますけれども、現時点

では約３割、30台程度の貸出しにとどまっておりまして、そういったところからどういう

ものがいいのか、今年が３年目になるものですから、検証を行って、来年度残すべきなの

か、それとも違う形にすべきなのかというのは考えたいと思います。また、図書館であっ

たりＴｏｍｏａであったりというようなところについては検討の余地ございますので、こ

ちらについては検討させていただきます。 

 購入助成、これについては、今現在、何がしかの端末を買う際に購入を助成するという

ような考え、検討は行っていないのが現状でございますが、今申し上げた、今のスマホの

貸出しの状況、こういったところの結果を踏まえて、全体として検討は行いたいというふ

うに考えております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） デジタルデバイド対策、経済的に格差の状況になられる方はい

るわけですよ。これ、必ずいますよ。そういう人に対しても、きちんとデジタルの、何て

いうか、利便性が享受できるような体制を取るということは、私は必要だろうと思うんで

すね。それは、高齢者に対してきちんと操作方法、デジタルに誘導していくということも

必要ですし、もう少しそこの辺については力を入れていただきたいんですよ。先ほどＪＲ

の例を申し上げましたけれども、そういうことをきちんとやらないで、みどりの窓口なく

すということだけやっても、結局進まないわけじゃないですか。国の政策もそうですけれ

ども、そういうところの政策がやっぱり不十分だから、なかなか私は日本でデジタル化が

進んでいかないと思うんですね。そういう意味で、やっぱりもうちょっと笠間市としては、

デジタルデバイド対策に力を入れていただきたいと思います。 

 具体的な話を申し上げたいのですけれども、社会福祉協議会の中でデジボラというデジ

タルのボランティアを組織をして教室をやっているという取組をされている方がいらっし

ゃいます。これはもうかなり進んでおりまして、ボランティアの方が今はスマホの相談会
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をやるところまで、皆さん頑張っていらっしゃるんですね。そういう方々が活動をやろう

と思ったときに、社協やＴｏｍｏａで活動しているんですけれども、Ｗｉ－Ｆｉの容量が

非常に少ない。Ｔｏｍｏａで子どもたちがたくさんいてＷｉ－Ｆｉ使うと、私もＴｏｍｏ

ａでパソコン教室使っているんですけれども、Ｗｉ－Ｆｉ使えなくなってしまうんですよ。

だから、今やっているのは、自分たちでルーターを用意してやっているわけですね。社協

も仕事で使っている間はなかなかＷｉ－Ｆｉがつながりづらいという、そういうＷｉ－Ｆ

ｉの環境になっていたりとか、あるいはこれは内閣府のサイバーセキュリティセンターが

発行している「インターネットの安全・安心ハンドブック」という、これバージョン５ま

で出ているんですけれども、これも皆さん自分たちでプリントアウトして、印刷をして冊

子にして、皆さん配布をされているんですね。 

 もうちょっとこういうところに手を差し伸べるというか、支援をやっぱり私はすべきで

はないかなと思うんですよ。施設的な環境整備、Ｗｉ－Ｆｉの環境というのは、とてもじ

ゃないけれども、自分たちでやっている、今はやれているからいいけれども、やっていけ

なくなりますよ、このまま費用もかかってきますし。ボランティアですから手弁当が基本

といえば手弁当が基本なんですけれども、私はデジタルデバイド対策を進めるためには、

こういう活動をしている市民をもっと大事にすべきだと思うのです。 

 これ友部地区が中心ですけれども、こういう友部地区の人たちの活動を旧岩間地区とか

旧笠間地区に広げていく、こういうことが今大事になっていると思うのですが、こういう

ところへの具体的な支援というのを強化していただきたいのですけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） まず、様々な場面で御活躍、御活動いただいているボラ

ンティアの皆様に対する支援というのは、当然今までも行っているかと思いますし、今後

も行ってまいりたいと考えております。 

 その中で、まずＷｉ－Ｆｉの環境でございますが、現在設置されている機械の容量の問

題もありますが、Ｔｏｍｏａ確かにつながりにくいというような現状が確認できましたの

で、改善に向けた検討を行ってまいります。また、社会福祉協議会につきましては、今月

ボランティアの活動があろうかと思いますので、そこにデジタルの担当者が出向きまして

皆様方と協議をしたり、また現状の確認というものを行ってまいりたいというふうに思っ

ております。 

 そのほか資料等につきましては、今、施設でも対応しているかと思いますが、当然全て

が全てその枚数、その他によってできないこともあろうかと思いますが、ここについても

できる限りの対応というものは、私どもも話を聞きながら検討は進めてまいりたいと思い

ます。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 
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○１８番（石松俊雄君） そうすると、もう近日中にはＷｉ－Ｆｉの環境は改善するとい

うふうに理解してよろしいですか。 

○議長（大関久義君） 政策企画部長北野高史君。 

○政策企画部長（北野高史君） 物理的な面がございますから、近日というのが例えば今

月中にできるかどうかというところまではまだ確定しておりませんが、担当部も変わりま

すので、施設の担当部とこの問題共有していますので、できるだけ早い時期に対応はして

いきたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 石松俊雄君。 

○１８番（石松俊雄君） 分かりました。できるだけ早くやっていただきたいと思います。 

 デジタルデバイド対策にもう少し私は力を入れていただきたいということと、笠間市の

手の中にある市役所をつくるためにも市民のスキルを上げていく、市民に理解をきちんと

浸透させていくというところにもっと力を入れていただきたいということを最後に改めて

お願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（大関久義君） 18番石松俊雄君の一般質問を終わります。 

 ここで11時10分まで休憩いたします。 

午前１１時００分休憩 

                                         

午前１１時１０分再開 

○議長（大関久義君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ９番田村幸子君の発言を許可いたします。 

 田村幸子君。 

〔９番 田村幸子君登壇〕 

○９番（田村幸子君） 議長、すみません、パンフレットなどの提示を許可お願いできま

すでしょうか。 

○議長（大関久義君） 了解します。 

○９番（田村幸子君） ９番、公明党の田村幸子です。議長より許可を得ましたので、通

告に従いまして一問一答方式にて質問をさせていただきます。 

 本日の質問は、大項目１として、笠間市が目指す儲かる『笠間の栗』産地づくりと、栗

ブランド戦略についてをさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 いよいよ、笠間の栗の収穫が始まりました。昨日も笠間の道の駅では朝早くから開店を

待つ長蛇の列で駐車場も満杯、今年も県内外から多くの皆様でにぎわうことと思われます。

昨年から本年にかけての定例会において、儲かる栗の産地づくり、栗のブランドの向上に

ついてなど、特に西山議員をはじめ村上議員、長谷川議員が質問をされており、様々な課

題に向けて今も一層力を注いでいただいていることとは思いますが、日本一の生産高のさ
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らなる向上と、儲かる栗の産地づくりのために尽力してくださっている成果として、笠間

の栗としてのブランド認知が向上し、地元や他地域の方々に人気の商品として定着してい

る商品もあります。 

 また、昨年は、全国でも栗の生産高と知名度があり歴史のある京都の丹波市や長野の小

布施、また全国２位、九州一、西日本一の生産高を誇る熊本県山鹿市など、他の産地から

も多数の協賛があり開催された新栗まつりは多くの集客となり、全国から注目されていま

す。また、地元の消費拡大対策にも大いにつながっています。そのような拡大がどのよう

に進まれてきたのか、また築き上げてこられた信頼と実績をこれからも継続していくには

どうしていくのかについて伺ってまいります。 

 それでは質問に入らせていただきます。 

 小項目①笠間の栗について、歴史や品質、生産高など含めてお願いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） ９番田村議員の御質問にお答えします。 

 笠間の栗についてでございますが、笠間市の栗の歴史は、友部・岩間地区を中心に明治

末期頃から栽培が始まったと言われております。年間を通して穏やかで昼夜の温度差があ

る気候や、保水性、通気性に優れた火山灰土壌が栗栽培に適しており、ふっくらとした香

りの高い栗が多く生産されているところでございます。また、本市の栗は、早生から晩生

まで多くの品種が栽培され、８月下旬から10月中旬までの長期間にわたって収穫されるた

め、安定供給が可能であることとともに、品種別やサイズ別による出荷を行っているとこ

ろでございます。 

 生産につきましても、農林業センサス2015において、栽培面積と栽培経営体数ともに全

国１位であることが明らかとなり、それを機に日本一の栗産地づくりを掲げ、生産支援や

消費拡大、ＰＲを強化してまいりました。その後の農林業センサス2020におきましても、

栽培面積が484ヘクタール、栽培経営体数が669経営体とともに全国１位を維持していると

ころでございます。 

 生産量に関しましては詳細な数値は出ておりませんが、農林業水産統計作物調査により

ますと、10アール当たりの茨城県の平均反収である126キロから換算いたしますと、推計

となりますが、市内には約610トンの栗が収穫されているということになると考えており

ます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） 笠間市は、昼夜の温度差があり山に囲まれた盆地でもあるので、

平面も多く、栗の大量栽培が可能で、保湿性や通気性に優れた火山灰の土壌であることか

ら栗の栽培に適している。特に、岩間地区や友部地区を中心に明治末期頃から栗の栽培が

始まっていたと伺っておりましたが、私も友部地区に生まれ育ちまして、小さい頃、栗の

時期になると、我が家でもまたお友達の家でも栗むきをしている大人の姿を多く見かけて
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いました。本当に以前から栗に関しては多くの農家が生産をされ、地道に作っていらっし

ゃる方も多かったのかなと思われます。 

 でも、農政課の皆様の努力があり、2020年では480ヘクタール、660経営体の方がこの栗

を作っていて、全国１位になったということは本当にすごいことだなと改めて思いました。 

 それでは、小項目②に移らせていただきます。高品質出荷への取り組みについてお伺い

いたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 高品質出荷への取組についてでございますが、ＪＡ常陸

栗選果場におきましては、生産者が１次選別を行った品種別の栗を、２次選別した後にサ

イズ別に仕分して、コールドチェーンで市場への出荷をしております。 

 道の駅かさまの直売所みどりの風におきましては、生産者が出荷する際には陳列する前

に品質確認を行っております。栗は生鮮食品であることから、冷蔵ショーケースによる販

売や購入後の保冷バッグによる持ち帰りを推奨し、栗の保存方法や調理方法などを記載し

たパンフレットを配布するなど、品質を保ったまま栗を提供できるように取り組んでおり

ます。 

 また、課題である栗の生産者間の品質のばらつきにつきましては、関係機関と連携した

剪定講習会では品質のよい栗を栽培するための剪定方法や栽培マニュアル等を活用した適

切な施肥及び防除方法の管理、目揃え会におきましては出荷時の健全化と不健全化の選別

や品種別の選果のほか、鮮度を保つために冷蔵保存に努めていただくことで、よりよい品

質の栗の出荷につながるように取組を行っているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。本当に生栗は特に鮮度が一番で、あっと

いう間に虫が入ってきてしまったりとかしたりすると思います。 

 私も実は、今度は笠間地域にお嫁に来たときに、もう30年前以上にもなりますけれども、

もっと前ですね、35年以上前になります。そのときに、たまたま栗を約6,000坪近くやっ

ていた家だったものですから、誰がやるのかという問題が起きまして、もう私しかやる人

がいない、もう高齢に母がなってしまって、夫は勤めに出ていましたので、草刈りはやっ

てくれたり剪定もやってくれましたけれども、約１か月半近く、３年程度しかできません

でしたけれども、本当にいい栗なのに、選別をすればきっとＪＡで高く取ってくれるかも

しれないのに、家に買いに来てもらうしかなくて、お友達や家族とかみんなに手伝っても

らってやりましたけれども、赤字経営になって、これでは続かないと。それで、年を取っ

たり、病気になってしまった栗もありましたので、残念、今思えば、続けておけばどんな

にかもうかっただろうかなんて、そんなふうに思ったことも実はありました。 

 でも、本当に鮮度が命です。そういう鮮度が命の栗を、ＪＡの常陸栗選果場において素

早く選別をされて、この栗はまずどちらのほうに出荷をされて主に行かれるのでしょうか。 
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○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） どのような流通を、出荷をされているのかという御質問

でございますが、ＪＡ常陸に集荷された栗はサイズ別、品種別に選果後、冷蔵庫で貯蔵さ

れ、東京や大阪などの市場や加工業者に出荷されていると聞いております。 

 このほか、生産者本人が直売所やインターネット等で販売したり、加工事業者に直接納

めている方もいらっしゃるというふうに聞いているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。私も、自分の家の栗を頼まれていろいろ

な方のところに送っていたこともあるのですが、沖縄に送ったときにはさすがに食べ方が

分からないと電話がかかってきまして、教えてくれと言っているんだけれどもと、また問

合せがあったりしまして、今はレシピなども栗に入れて販売もしていただいていると伺っ

ていますので、それは本当に親切だなと思います。 

 では次に続きますけれども、小項目③に移ります。この冷蔵貯蔵の取り組みと効果につ

いてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 冷蔵貯蔵の取組と効果についてでございますが、令和４

年度までは殺虫処理いたしまして、ヨウ化メチルという薬剤による薫蒸処理を行い出荷を

しておりましたが、薬剤供給業者によるヨウ化メチルの供給が不安定であることや、環境

に配慮した高品質な栗の出荷を今後していくために、ＪＡ常陸笠間地区栗部会では薬剤薫

蒸からの脱却を図り、令和５年度から冷蔵貯蔵による殺虫処理に切替えをしたところでご

ざいます。 

 笠間地域農業改良普及センターの協力を得て、冷蔵貯蔵による殺虫効果を検証したとこ

ろ、零度からマイナス２度の温度帯で約３週間冷蔵貯蔵することで、薬剤による薫蒸処理

と同等の殺虫効果があることが実証されたところでございます。また、３週間冷蔵貯蔵す

ることででん粉質が分解され、糖度が高まった甘い栗となり、高付加価値での販売につな

がっていることから、市場でも品質のよい栗として高い評価を得ているところでございま

す。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） 冷蔵貯蔵をするということで、今までのヨウ化メチルと同じぐら

いの殺虫効果がある。これは、安心・安全で自然な保存方法でもあるので、そしてまして

甘さも増していくということで、本当に理想的な殺虫方法だなと思います。 

 この冷蔵貯蔵には、先ほども甘い効果があるということでおっしゃっていましたけれど

も、この甘くなったという、こういった効果を検証する場所というのはあるのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 糖度についての質問でございますが、こちらは関係機関、
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笠間市とＪＡ常陸と茨城県の地域農業改良普及センターのほうで実施をして、糖度が上が

っている、貯蔵前の糖度が12％だとすると、３週間の貯蔵後には20％から20.4％、約倍近

い糖度が上がっているということが実証されているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） 自然でこのように甘さが増すということは本当にすごい効果なん

だなと改めて思いましたので、これからも安心・安全を第一に冷蔵貯蔵を増やしていって

いただきながら、安全な取組を続けていっていただきたいと思います。 

 それでは、小項目④に移らせていただきます。生産支援の効果と、支援の強化について

お願いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 生産支援の効果と支援の強化についてでございますが、

笠間の栗のブランド化を図るために、平成28年から日本一の栗産地づくりを掲げ、生産支

援として栗部栽培に関する四つの補助事業を行っております。 

 一つ目は、栗の改植、新植などを行う生産者に対し、伐採、抜根、整地に係る経費の一

部を支援する栗生産規模拡大支援事業で、平成30年度から令和５年度までに約28.7ヘクタ

ールが拡大または改植されたことになっております。 

 二つ目は、規模拡大に必要となる苗木を購入する購入費の一部を支援する栗苗木支援事

業では、平成28年度から約６万4,000本が改植、新植されております。 

 三つ目、栗の生産や加工販売に必要となる機材購入に係る経費の一部を支援する栗栽培

機材等導入支援事業では、圃場整備に必要な機材を購入する方や、焼き栗やむき栗等の販

売を開始する生産者を支援しており、令和２年度から令和５年度までに73件、約2,540万

円を補助しております。 

 四つ目といたしまして、生産拡大する意向のある生産者へ栗の農地を貸出しする方に対

して支援する栗栽培農地貸付補助金では、これまでに13.6ヘクタールが新たな生産者に引

き継がれており、約200万円の補助金を支出しております。また、農業公社においても、

後継者不足などによる遊休農地の圃場19.9ヘクタールを借入れいたしまして栽培管理を行

っております。今後も遊休農地の活用として、約３ヘクタールの拡大をする予定となって

おります。 

 このような支援により、栽培面積の確保や適切な圃場管理が行われたほか、先ほど御説

明したとおり、高品質な栗の生産に取り組むことで、ＪＡ常陸笠間地区栗部会の１キログ

ラム当たりの販売単価が、平成27年当時は469円から、令和５年、昨年度の出荷分になり

ますが、801円に向上し、市場で高い評価を得ており、日本一の栗産地づくり事業を開始

した平成28年度からでは最高値での販売となっております。 

 支援の強化といたしまして、今年度から栗栽培を主軸に生計を立てようとする生産者の

創出に主眼を置いて、経営規模の拡大や高付加価値な笠間の栗の販売を行っていく生産者
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を対象に支援を進めているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。本当に多くの支援をしていただいたこと

によって、栗の単価が１キロ469円から801円に上がったと、すごいことだと思います。

6,400本も増えたりとか、13.6ヘクタールの農地も貸出しができたとか、後継者不足によ

って、今まではやってきたけれども、うちなんかもそうでしたけれども、せっかく栗を作

ってきたのに継ぐ人がいなくて、そのままになって荒れてしまった土地であるとか、そう

いったところの畑もあると思われます。以前の質問で西山議員もされていたかと思います

けれども、そういうところも手を入れていただきまして、少しでも荒地がなく、遊んでい

る土地がなくなって、栗がたくさんもっとできるような、そういう拡大もしっかりと取り

組んでいただけたらと思います。 

 今回、私もこの質問をさせていただくに当たって、少しほかの、今まで頑張ってきた栗

の産地が今どうなのかというのを少し調べさせていただいたときに、長野県の伊那栗です

か、長野は小布施で有名だと思いますが、北の小布施、南の飯島と言われるようになった

８年前から取組をされている伊那市なんですけれども、ここは地元の農家が90名ぐらいの

方が、行政または地域の洋菓子店と一丸となってプロジェクトを立ち上げたと伺っていま

す。研究や技術、これ提携なども重ねながら長い時間をかけてつくり上げてきたそうです

けれども、超低樹高栽培といって2.5メートルぐらいの大きさの栗を栽培されているとい

うことで、何でそんな低いのだろうと思いましたけれども、剪定ってすごく重要だそうで、

剪定をしないとやっぱり高く広く広がってしまって、消毒をするにしてもやっぱり日照の

問題とかもいろいろ手間がとても多くなるので、高齢の方やまた女性の方にも非常に作業

がしやすいということで、こういうことを栗の専門の先生とかにお願いをして、一緒に学

びながら進めてこられたそうです。 

 こういった取組の中で、品質の低下とか粒の形象化とか、それから病害虫への抵抗力の

低下を招く収穫量が減少していたところを、ちゃんとした剪定をしやすくなったおかげで

非常に手入れがよくなり、いい栗ができたということを伺って、笠間とかもそういうこと

ができたらいいのにななど思ったんですけれども、そういうのはどうなのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 栗の栽培方法、剪定方法についてだと思いますが、我々

も昨年度の新栗まつりにおける全国モンブラン大会を皮切りにいたしまして、全国の産地

と横の連携が取れるようになってきました。私もちょっとびっくりしたのですが、産地ご

とにおのおの圃場の状況が違ったり、栽培方法が違ったりというところがあることに私も

驚いたところでございますが、市内でもＪＡの栗部会などが、例えば岐阜の恵那栗の圃場

に出向いて先方の剪定方法や栽培方法を学習するなど、また超低樹高栽培、あとは市内に

は特許のある矮化の栽培という方法もございます。あとは、木を小さくして、大きい栗を
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作るなど、いろいろな方法ございます。 

 これ農業形態のおのおのの判断となりますが、市内でも積極的な栗の栽培方法に取組を

始めた農業経営体の方が増えてきたというのが、今のところの現状でございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） すごくありがとうございます。笠間もそのように取り組んでくだ

さっている方がいらっしゃるのだなと思いました。ありがとうございます。 

 また、長野の伊那市に戻りますけれども、やはりそこは８年目となって、今、休耕地を

開墾して、栗を増やしていると伺いました。栗畑の作業をする中でも、家族ぐるみでやっ

たり、また地域の皆さんと一緒にいろいろ交流しながらやっている姿は、やはり地域の皆

様との交流と、また家族の次の後継者づくりに向けても何かいい取組、自然なのでしょう

けれども、それは笠間の中でももちろんあるのかなと思いました。そういう高齢化に伴う

後継者の育成であるとか、次のことを考えて一つ一つ手を打っていただいていることに少

し安心をいたしました。 

 また、全国２位の産地、熊本の山鹿市ですけれども、山鹿市は議会挙げて勉強会に来て

くださったこともあると思います。笠間に学べと、こうなっているんだなと思って、すご

い感動いたしました。この山鹿市では、若手の栗選定チームができているそうです。より

大粒の質の高い栗作りには、先ほど話をさせていただきましたけれども、剪定は難しいで

すので、養成講座等もやっていただいていると思いますけれども、そういった専門にでき

る人たちを育てていただいて、何か山鹿市がすごい傾斜地みたいで、草刈りするにしても

栗を取るにしても非常に大変な作業だって伺っていましたけれども、そんな中でも若い人

たちがそうやってチームをつくって剪定をやっていく方向で今進んでいるということを伺

ったのですが、そういうところはいかがですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 栗の剪定のチームのお話かと思うのですが、我々笠間市、

まだ条件がすごくいい圃場、熊本県とか長野県とか岐阜県とかと違いまして傾斜地じゃな

い平地にある圃場ということで、どちらかというとあちらよりは、御高齢の方でもという

言い方はおかしいんですけれども、年齢高めでもやっていけるような農地であるのが、

我々の笠間市の圃場の特徴であると考えております。 

 剪定につきましては、先ほど答弁いたしましたとおり、ＪＡの栗部会が中心となりなが

ら、県の農業改良普及センター、または岩間にある農業総合センターの協力を得ながら、

いろいろな栽培方法で、どれが自分の経営体に合った栽培方法なのかというところをおの

おの皆さん研究しているところでございます。若手というよりも、栗の単価が上がったこ

とによって、栗農家を離農されていた方がまた戻りつつあるというところでございますの

で、そういう方にきちんとした剪定方法の講習をしながら良質な栗の生産につなげていき

たいと考えているところでございます。 
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○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） 分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、また収穫後のそういったイガですとか、落ち葉の手入れも非常に大事になっ

てくるかと思います。きれいにしなかったことによって栗の病気を招いたりとか、また次

の年、また次、また次につながる、良き出荷においても大切な仕事だと思いますので、例

えば人手が足りないというところには、これからまた質問してまいりますけれども、いろ

いろなむき手も含めて、そういった講習や養成講座をしていただきながら、よりよい農家

の生産になるように今後も支援していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、小項目⑤に移ります。加工支援についてですが、特にむき手マイスター養成

講座の状況と、笠間の栗伝え隊の活躍等についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 加工支援についてでございますが、笠間の栗の知名度の

向上に対して、渋皮煮や甘露煮などのむき栗のむき手が高齢化し不足する中、むき手を育

成して加工事業者におけるむき栗加工の安定化を図るとともに、古くから地域で行われて

きた栗むき文化を継承していくために、笠間の栗むき手マイスター養成講座を令和４年度

から開始し、これまで131名の方が受講しております。今年度はさらに発展させ、職業と

しての育成を目的に、参加人数を20名に限定し、受講回数も３回に増やすことで技術向上

を図り、職業としてのむき手を育成し、雇用につなげるという事業を行っているところで

ございます。聞き取り調査によりますと、昨年度は７名の方が市内の事業者に雇用された

と伺っております。 

 また、平成23年度には笠間の栗の普及啓発活動を目的に、笠間の栗生産者の女性６名に

よるかさまの栗つたえ隊、通称ＫＫＴ６が結成され、平成25年度にはＫＫＴ６サポーター

ズが結成されました。主に、料理教室の開催やキャラクターの製作、イベントへの参加、

取材対応等を通じて笠間の栗の魅力を発信していただいているところでございます。令和

４年度からはむき手マイスター養成講座の講師として御協力をいただいており、栗むき文

化の継承していく中では大変重要な役割を担っていただいていると考えております。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。道の駅などにまいりますと、確かに生栗

だけではなくて、渋皮もきれいにむいてしっかりと真空パックに入っているものや、また

水の中に入れて売られているものもあると思います。お料理屋とか、それからお菓子屋も

そうかもしれませんけれども、やはり私も行って食べたときには栗はどこの栗ですかと聞

きたりして食べさせていただいているのですが、県内でも笠間の栗を使ってくださってい

る和菓子屋とかお菓子屋は本当に増えているんだなというのを実感をいたしますし、また

形態も、生栗で買っている人、またペースト状にして買っている人、全てもう鬼皮から全
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部むいて、きれいに丁寧にお料理別に処理をしている方、もういろいろ様々だなと思いま

すので、多様な対応ができるような取組というのが大事だと思うので、これからもますま

すむき手は重要な役割を果たしてくれるのかなと思いますので、多くの方に参加をしてい

ただいて、腕を磨いていただきながら、丁寧なお仕事をしてくださっていると思いますけ

れども、また活躍していただきたいと思います。 

 では、その中で、この一粒一粒の手作業でむいた栗なんですけれども、こういった栗を、

むき手とマッチングをしているのは、どこがマッチングをしてくれているのですか。今、

事業所とか、７名の方が就職で雇用が生まれたと伺いましたけれども、どこがやってくだ

さっているのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） むき手と事業者のマッチングでございますが、現在のと

ころは市の農政課のほうで、むき手の養成講座の際に希望する市内の加工事業者を募りま

して、その中で、こういう事務所で時給幾らでの雇用がありますのでというところで、市

のほうがマッチングをしているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。ということは、本当に市でよく見えると

いうか、動きが分かるので、また足りないとなったときに、もっとむき手が欲しいとなっ

たときに、またそういった講座を増やしていただいたりとかということができるというこ

とだと思うので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

 また、この一粒一粒へのこだわりといいますか、本当に一粒一粒、私も恵那産の栗だと

思いますが、瓶詰に入っていまして渋皮煮になっていまして、１粒800円以上の栗をちょ

っと試食させていただいたことがあるんですけれども、やっぱり栗も大きさももちろん違

いますし、もちろんお値段も違うと思うんですけれども、この一粒一粒のやはり味である

とか風味であるとか、それから見た目とかというのもすごく大事になってくるので、こう

いったことが一つ一つ価値を高めていくという部分ではどんなふうに市としては考えてい

るのか。また、そういった出荷先の確保とか、またそういった人材確保も全部やっていく

と大変だと思いますけれども、お考えを教えていただけたらと思います。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） むき栗のお話ということで、よろしいですか。 

○９番（田村幸子君） そうです。むき栗の話です。すみません。 

○産業経済部長（礒山浩行君） むき栗につきましては、私もいろいろな大きな事業者か

ら小さなこだわったお菓子屋、いろいろな方とお話を今まで何十件としてきた中で、やは

りむき栗の品質についても、大きさは当然ありますが、そのむき方につきましても、例え

ば甘露煮、渋皮煮をホールで使う、一粒そのまま使うような方は、きれいにむいてあるほ

うがすばらしい価値のある栗となりますが、一方である程度の量を使うようなメーカーと
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かホテルとかのお話を聞くと、いやいや一粒丸ごと使うことはないんだよというお話を聞

いて、実際に市販されている栗おこわなんかは４分の１カットとか輪切りになっていたり

とかという部分が多いものですから、そこに気づきを得まして、きれいにむいてある栗と、

あとはある程度機械でむいて手直しをすれば済むような栗というところで、むき手の講座

の中でも、機械むき、手むきというところがありますよということをきちんとお話ししな

がら、高付加価値化と生産性の向上というところ、両方両にらみで行きながら今事業を進

めているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） よく分かりました。本当にむいた栗って、そうですよね。渋皮で

提供される栗が、やっぱり大きさってすごく、ケーキの上に乗っていたりとかモンブラン

の上に使われていたりするのはやっぱり結構存在感がありますよね。また、見え方という

のも大事なのかなと思いますので、ただ渋のままにしておくと苦味とかが出てしまうと思

いますから、渋皮で売るというのは難しいことかと思います。また、一つ一つの価値を高

めていくということで、両方やっていくということで、ありがとうございました。 

 先ほどすみません、私、「さんが市」と言いましたが、「やまが市」ですよね。失礼い

たしました、申し訳ございませんでした。 

 では次に、小項目⑥に移らせていただきます。 

 今日、私もたくさんのパンフレットを頂いていたので、今日お持ちさせていただきまし

た。こちらは、市内で笠間の栗を提供されている方の「もんぶらり」です。東京に行きま

すと、この栗のパティストリーがあって、すごく迫力があって目立ちます。こちらも今、

食べ歩きといいますか、私が宣伝しているみたいですけれども、食べ歩いてスタンプをも

らってスタンプラリーを楽しむという、こういったものを年々参加される方が増えてこら

れて、私も何店舗かの方のところにちょっと頂きに参りました。 

 実は、こちらは東京の新しいのなんでしょうかね、今年の版で、東京都内に提供されて

いるこういったモンブラン、高級なものばかりで、玉川の高島屋であるとか、羽田空港の

中の伊藤園であるとか、ホテルメトロポリタンエドモントが協力していただいていると思

いますけれども、品川プリンスホテルとか、こういった栗がたくさん提供されていて、私

のお友達も東京から毎年栗の時期は楽しみに買いに来られております。一つ一つ多くの方

から支持されて、より多くの方の共感や興味につながっていくような、いろいろな販売支

援とかの、また効果があるような、つながるやり方というのをいっぱいやっていただいて

いるので、さらにこういった強化の輪が広がっていって、もっと有名になっていくといい

と思います。 

 では次に、小項目⑦に移らせていただきます。ブランドの認証制度推進についてお伺い

いたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 
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○産業経済部長（礒山浩行君） ブランドの認証制度推進についてという質問でございま

すが、笠間の栗のブランド化を図るために、平成27年から笠間の栗のロゴマークや商標登

録を行っており、商品に対して統一のマークをつけることで、地域ブランドの信用と確立

を目的として実施しております。笠間の栗を原料とした加工品と、それらのパッケージや

広告、広報広告物にロゴマークが使用可能となり、現在延べ34件の承認をしているところ

でございます。 

 また、これまでのプロモーションにより知名度が向上し、栗栽培に取り組む生産者が増

加している一方で、品質のばらつきが課題となってきていることから、品質向上及びブラ

ンドの維持強化を図るために、令和５年度から生栗のブランド認証制度を開始しました。

令和５年度には６生産者が認証され、道の駅かさま内のみどりの風直売所やインターネッ

トなどで販売されておりますが、今後も認証制度の認知度向上を図るＰＲを行い、高付加

価値での販売促進につなげていきたいと考えているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） 品質のばらつきというのは味にもしっかりと影響が起きてくると

思いますので、今、生栗の対応をしているということを伺って、少し安心をいたしました。

やはり、より多くのものが集まってきて、そこで、特にペースト状とかにすると同じ品質

の栗じゃなかったりすると、多少のやっぱり味の差というのが出てきてしまうのかなと。

甘さが強ければそんなには感じないんですけれども、これ微妙にやはり消費者の方は感じ

てしまう部分だと思うので、非常にこのばらつきというのは埋めていくことが大事なので

はないかなと思います。 

 一つちょっと要望といいますか、ペーストで、せっかく笠間の道の駅の前に栗ファクト

リーができて、前は窓が開いていて中が見えるようになっていたんですけれども、見えた

ほうがとても栗をアピール感があっていいなという声があったりするので、機会があった

ら、ここで質問はできないので、伝えていただけたらと思います。すみません、よろしく

お願いいたします。 

 次に、小項目⑧に移らせていただきます。消費振興ＰＲ支援の成果と今後の取り組みに

ついてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 消費振興ＰＲ支援の成果と今後の取組についてでござい

ますが、本市では今年度で18回目を迎える「かさま新栗まつり」を開催しております。昨

年度から初めて３日間の開催で行い、来場者数を令和４年度と比較すると約４万5,000人

から５万5,000人と増加している状況でございます。出店者数は、コロナ禍後に開催した

令和４年度は47店舗の出店でしたが、令和５年度には58店舗、令和６年度、本年度は71店

舗が出店を予定しており、出店者から報告される売上げにつきましても、令和４年度につ

きましては約2,700万円だったものが、令和５年度には約4,000万円に上がっていることか
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ら、多くの来場者に栗を楽しんでいただいているとともに、消費拡大につながっていると

感じているところでございます。 

 また、商品開発のきっかけづくりの一つとして開催している「笠間の栗アイディアレシ

ピコンテスト」では、これまで小学生からのアイデアを募集してまいりましたが、今年度

からは中学生も対象に追加するとともに、さらに高校生以上を対象とする一般の部につい

て新設をいたしました。一般の部につきましては、１次の書類選考会を経て、かさま新栗

まつりのステージで２次選考会を行い、最優秀賞を決定したいと考えております。 

 このような取組により、今後も笠間の栗を求めてお客様が訪れる栗のまちを目指してま

いりたいと考えているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。昨年の新栗まつりについては長谷川議員

のほうから前回に質問されていまして、詳しいことをお伺いしたところでございます。今

年は、昨年モンブラン大会で優勝されたのが山鹿市で、今回は山鹿市で全国大会をされる

と伺っております。これから山鹿市は、山鹿市の代表を決めるそうです。笠間はもう既に

決まっていらっしゃるので、しっかり頑張ってきていただきたいと思います。 

 では、小項目⑨に移らせていただきます。民間企業との連携、協力についてお伺いいた

します。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 民間企業との連携、協力についてでございますが、コロ

ナ禍による人の往来が制限される中で来ていただくことができないので、東京で買ってい

ただこうという首都圏向けのＰＲとして、令和２年度と令和３年度にＪＲ東日本と連携し、

品川駅改札に大型フラッグの設置や、東京駅、上野駅、品川駅構内、市内駅への装飾や山

手線や常磐線における車両広告等を大々的に実施しました。令和５年度から新たなデザイ

ンで友部駅と岩間駅に装飾を行っており、来訪者に対して笠間市が栗のまちであることを

ＰＲしております。 

 また、かさま応援大使の岩崎 均シェフが総料理長を務める東京飯田橋のホテルメトロ

ポリタンエドモントでは、令和２年度の「秋の食彩笠間フェア」をきっかけに、笠間の栗

をはじめとした笠間市産の農作物を使用したビュッフェイベントを令和３年度から開催し

ていただき、今年で４年目を迎え、笠間の国のＰＲに御尽力をいただいているところでご

ざいます。 

 さらに、茨城県との連携により、銀座にある茨城県のアンテナショップＩＢＡＲＡＫＩ

ｓｅｎｓｅでの「笠間の栗フェア」や、県主催による池袋駅隣接のルミネ池袋を会場とし

た「笠間マロンコレクション」を開催しているところでございます。今年度は新たに、三

越日本橋本店、小田急百貨店新宿店のほうから催事や旬の企画のお話をいただき、生栗や

栗商品の販売を行うこととなっております。 
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 また、ＪＡ常陸では、３Ｌサイズの大粒で特に高品質な栗を冷蔵貯槽し、甘さを最大限

に引き出した笠間の栗「極み」をブランド化して、販売をしているところでございます。 

 そのほか民間との連携といいますと、令和４年度に連携協定を締結いたしました東芝キ

ヤリア株式会社、現在は会社の名前が変わりまして日本キヤリアという会社名になってお

るのですが、そちらの協力を得まして、農産物の品質維持と向上に向けた栗の冷蔵貯蔵に

おける温度制御の最適化についての冷蔵庫の実証実験を行っているところでございます。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございました。先ほど見ていただきましたパンフレッ

トの中にも出ているように、さらに今年は三越と小田急、また池袋のほうでもいろいろや

るということで、試食とかが出るとちょっといいかなと思うんですけれども、できたらよ

ろしくお願いいたします。 

 それから先ほど、２倍から３倍にも糖度が増した「極み」という特別の栗のような気が

しますが、これは農産品の認証制度により、笠間市では36品目中、何と23品目が栗の商品

だということを伺っているのですけれども、特にこの「極み」はどのように作られてどの

ように販売をどこでされているのか、教えていただけたらと思います。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 貯蔵栗「極み」、ＪＡ常陸の取組である「極み」の御質

問ですが、「極み」は厳選した大粒の３Ｌサイズの栗を約１か月にわたり冷蔵貯蔵し、栗

に含まれるでん粉質を分解することで最大限の甘さを引き出すような、手の込んだ商品と

なっております。 

 これの販売方法でございますが、大変貴重な栗でございますので、ＪＡのほうで注文を

受けて販売するという方法を取っているというふうに聞いております。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） お幾らぐらいするのですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 毎年値段は変化はしますが、大体１キロ当たり5,000円

以上するというふうなことで聞いております。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） 高級な栗なんですね。でも、そういう栗も、本当にいろいろな消

費者の方がいらっしゃるので、そういうキロ5,000円の栗も食べられる方もいらっしゃる

と思いますので、食べてみたいとは思いますけれども、なかなか買えないかもしれないの

で、でもこういった栗もぜひまたさらに増やしていただけたらと思います。ありがとうご

ざいます。 

 では、小項目⑩に移らせていただきます。民間企業との連携の後ですね、販路拡大の成

果と販路開拓についてお伺いいたします。 
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○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 販路拡大の成果と販路開拓についてでございますが、こ

れまでのプロモーション活動により笠間の栗の知名度が向上してきたことで、ホテルメト

ロポリタンエドモントやプリンスホテル系列などの高級ホテルをはじめ、大手企業やゴデ

ィバ、資生堂パーラーなどの高級菓子店でも笠間の栗が商品化されているのを多く見かけ

るようになり、販路は拡大されているものと考えております。また、国外におきましても、

台湾やシンガポールへの輸出に挑戦し、現地ホテルや菓子メーカーでスイーツとして商品

化をされている状況でございます。 

 今後につきましては、品質にこだわりのある事業者や高級志向の事業者を中心に、笠間

の栗に興味を示していただいたところには積極的に使用していただけるよう提案を行うと

ともに、商品化していただいた事業者の皆様には継続して使用していただけるよう、積極

的なＰＲ活動を行うことで販路開拓につなげてまいります。また、国外へは、笠間市農業

公社を中心に笠間台湾交流事務所とも連携しながら、販路開拓を進めております。今月に

は農業公社が台湾の大手菓子メーカーとの協定を締結しており、今後商品の開発がされて

いくものではないかと考えているところでございます。 

 このようなことを含めて、引き続き積極的なＰＲを進めてまいりたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。私も昨年、台湾事務所が設立されて５周

年の集いに参加をさせていただいたときに、研修で台湾の食事情を学ばせていただいたと

きに、本当に台湾の皆様は、栗のスイーツは日頃の御褒美として食べるとおっしゃってい

ました。私たちもそうですけれども、やっぱりそういうところに、今伺ったところ、大手

の菓子メーカーと協力ができるということを伺って、さらに進んで販路が行くんだなと、

すばらしいことだなと思いました。ありがとうございます。また頑張っていただきたいと

思います。 

 それでは、小項目⑪ＳＤＧｓの取り組みについてをお伺いしたいと思います。栗の鬼皮

などの活用も含めてお願いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） ＳＤＧｓの取組についてでございますが、栗ペーストな

ど１次加工する際に廃棄される鬼皮や渋皮に新たな価値の創出を検討した結果、染物の染

料として活用することで商品化を行いました。これまでに、茨城工芸会の会員である染色

家の方のお力を借りてはっぴや手拭いを製作しましたが、今年は新たに手提げバッグや巾

着袋などの商品を製作し、かさま新栗まつりなどの販売、もしくは我々が首都圏に行った

ときにはっぴなどを着てＰＲに活用していきたいと考えております。 

 また、民間主導でございますが、鬼皮をパウダーにすることで栗菓子に利用したり、規

格外の栗を栗の焼酎やビールの原料にしておるところでございます。さらに、鯉淵学園農
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業栄養専門学校では豚の畜産への餌に活用し、「笠間マロンポーク リリカ」と命名して、

ブランド豚肉として大手百貨店の高島屋日本橋店や柏店の食品売場で販売を開始したと伺

っているところでございます。さらに、栗の剪定枝を焼却した灰を笠間焼の釉薬にするこ

となど、様々な角度での栗のＳＤＧｓの取組が行われているところでございます。 

 このように、アップサイクルの取組をすることで新たな商品化を行い、廃棄するものを

最小限に抑えることで、持続可能な笠間の栗産業を推進してまいりたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。本当に栗は無駄なく使えるんだなという

ことを、改めて思いました。多分昨日から、この連休に鯉淵学園でできたリリカのホット

ドックでしょうか、販売をされると聞いていて、いち早く市場に出ているんだなと思って

びっくりいたしました。また、この栗の灰を利用した釉薬でできた焼き物なども我が家に

もありまして、本当に色がすごく栗らしく、栗を思い出しながらお茶が飲めるようなお茶

碗がありますけれども、あとこういったはっぴであるとか手提げであるとか、こういった

ことが皆さんにもまた広く使われるようになったらすごいことだなと思います。 

 ＳＤＧｓの目標12では「つくる責任、つかう責任」ということで、持続可能な消費と生

産のパターンを確保し、社会の構築のため、資源対策の改善を目標にしておりますけれど

も、まさにこの仕組みの中に入っている栗の拡大であるのかなと思います。オール栗で、

オール笠間で取り込むこともすごい大事なことなのかなと改めて思いました。 

 それでは最後になりますが、小項目⑫ですが、今後スマート農業技術を活用して作業の

効率化やＡＩを使用して栽培管理など、次世代型の農業となるモデル事業が準備されてい

るとも思いますが、そちらも含めた内容とともに課題の対策と今後の取組についてお伺い

いたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 課題の対策と今後の取組についてでございますが、課題

となっているのは、生産者の後継者不足、一部の品質のばらつき、栗の加工に必要なむき

手不足などでございます。 

 生産者の後継者不足については、栗栽培希望者とのマッチングを進めていき、生産規模

拡大を図る生産者に対して農地を引き継げるよう、今後も栗栽培農地貸付補助事業等によ

る支援を行い、生産の維持拡大に努めてまいります。 

 品質のばらつきにつきましては、関係機関と連携した剪定講習会の開催をはじめ、目揃

え会において出荷時の選別や保管時の冷蔵貯蔵の徹底に努めていただき、コールドチェー

ンでの流通販売や生栗のブランド認証制度を活用した高付加価値での販売をさらに推進し

てまいります。 

 むき手につきましても、現在行っているむき手マイスター養成講座を継続して開催し、

むき手を育成することで市内加工事業者への雇用につなげてまいります。 
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 このほかの課題といたしましては、モンブランに次ぐ商品開発や生産履歴、いわゆるト

レーサビリティの仕組みの導入や生産体制の維持なども挙げられているところでございま

す。 

 今後は、笠間の栗産地づくり協議会で新たな商品開発の協議を始めたほか、市では近年

の担い手減少による耕作放棄地の増加を課題とし、それを解消するために市の主要農産物

である笠間の栗の生産拡大を推進するとともに、耕作放棄地を水田から畑地に転換する笠

間の栗水田畑地化モデル事業を令和７年度完成に向けて進めており、併せて有機栽培やス

マート農業の仕組みを取り入れながら、さらにトレーサビリティの導入を図るとともに、

効果的な生産体制の構築に対してのプロジェクト事業を今、立ち上げたところでございま

す。 

○議長（大関久義君） 田村幸子君。 

○９番（田村幸子君） ありがとうございます。 

 最後になりますが、茨城新聞の記事の中で、ＪＡ県中央会で2023年度より県で取り組ま

れております食農出前授業があるそうです。茨城県内の小学校で授業の時間を使い、農家

と触れ合う体験型学習や、生産者が講師となり本県の農産物についてのグループ学習など

をしており、使用されている教材の提供や子どもたちの体験学習のモデル事業の中で、笠

間市がその牽引力となっていると聞いております。本当にすばらしいことだと思います。

全国１位栗の産地の笠間市の農業も話題になっていると思います。これからも将来の担い

手となり得る子どもたちの未来のためにも、さらに見本となる笠間の栗事業を推進してい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

 以上をもちまして、田村の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございまし

た。 

○議長（大関久義君） ９番田村幸子君の一般質問を終わります。 

 ここで13時まで休憩いたします。 

午後零時１０分休憩 

                                         

午後１時００分再開 

○議長（大関久義君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 20番小薗江一三君が退席いたしました。 

 13番村上寿之君の発言を許可いたします。 

 村上寿之君。 

〔13番 村上寿之君登壇〕 

○１３番（村上寿之君） 13番、市政会の村上寿之です。通告に従いまして一問一答で質

問します。 

 それでは、大項目１、市内農家の農作物被害について質問します。 
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 新聞やテレビなどで、収穫前の農作物の盗難被害の話がよく取上げられている。笠間市

でも収穫前の梨が大量に盗まれたことは記憶に新しい。そこで、笠間市で起きている農作

物の盗難被害は、笠間市農政課でどの程度把握しているのかお聞きしたい。 

 質問します。小項目①市内農家で発生している農作物盗難の現状について伺います。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 13番村上議員の質問にお答えします。 

 市内農家で発生している農産物盗難の現状についてでございますが、警察へ被害届が出

されている件数でお答えいたします。過去５年間の市内の被害件数は、令和元年度が４件、

令和２年度が４件、令和３年度がゼロ件、令和４年度が３件、令和５年度が２件となって

おり、今年度も現時点で１件の被害届が出されているとのことでございます。 

 少額の被害や繁忙期で被害届を出す暇もないなどの理由で被害届が出されていないケー

スも考えられるため、実際の被害はさらに多い可能性がございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 農作物別では何が多いですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 本市において盗難被害が多い農作物は、梨やブドウなど

の果樹類が挙げられ、比較的価格が高値であることや圃場に侵入しやすいことなどから盗

難の対象になりやすい傾向にあると聞いております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） その被害額はどのぐらいになりますか。過去５年間の被害額を

教えてください。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 過去５年間の被害額についてでございますが、警察に照

会しましたが、被害届の件数以外の情報は提供はいただけなかったため、把握はしており

ません。 

 なお、先月の梨の盗難被害につきましては、新聞等の報道によりますと、梨約3,200個、

金額にして87万円の被害と聞いております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、被害を受けた農家に対する助成金や支援策はありま

すか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 市では、直接的な被害を受けた農家に対する助成金や支

援策は設けておりません。 

 なお、農業共済組合では、盗難などによる収入減少を補塡するための収入保険制度がご

ざいます。 
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○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、その農業共済の保険制度、そういうものが今回の梨泥棒

とかに該当になっているか、該当になってないかというのは、市では分かりますか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 今回の農家が収入保険に加入しているか、してないかと

いうところは市のほうでは聞いておりませんが、収入保険制度につきましては、保険期間

内の収入が基準の収入の９割を下回った場合に、下回った額の９割を上限に補塡されるも

のという制度でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、分からなければ、犯人が逮捕された場合、犯人から被害

額相当の金品は戻ってくるのですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） その金品につきましては、警察または裁判所の決定によ

るものなので、市のほうでは把握しておりません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、市は被害者救済のために何かすることはありますか、し

ていますか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 被害者に対する支援というところでございますが、一義

的には農家が対応するのが一義的な考えだと思っております。 

 しかしながら、農作物の被害を減らすためには、監視カメラやセンサーライト、侵入を

検知すると警報が鳴るシステムなどを複合的に導入したり、フェンスやゲートなどの物理

的障害を設けて不正な侵入を防いだりするなど、農家自身の防犯対策が重要であると考え

ております。あとは、不審者などの情報共有といった地域ぐるみの防犯等が重要であると

考えております。 

 ただしながら、市といたしましては、今回の盗難被害を基に、市では一体何を農家に対

して支援ができるのかというところを考えまして、先般の全協で報告いたしましたが、予

備費を充当させていただきまして、ブドウ、梨農家に対して防犯カメラと防犯の看板を支

給したところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 被害に遭った方は、納税者ですよね。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 納税者でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、納税者にもうちょっと、いつもこの間の鳥インフルエン
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ザのときも同じような感じの話になってしまうんですけれども、何か救済措置として市と

して一時金を出してあげるとか、何かそんな対応をしてあげると優しくていいのかなとい

うふうに感じているのですけれども、現在そういう制度がないので、出せとは言いません

が、以後そういう制度を考えていただければありがたいなという考えでこの質問をしたの

です。 

 なぜかというと、今回お話が出てこなかったですけれども、米の盗難なんていうのもよ

く聞くんですけれども、警察から被害届聞いてないからないとか今言っていましたけれど

も、よく新聞とかにも米の被害なんていうのが、盗難なんていうのが聞くんですけれども、

今年は米が特に高いというのは御存じですよね。そういう場合、本当に犯人なんていうの

は、狙いやすい品物になってくるのかなというふうに思うんですよ。取られなければそれ

でいいのですけれども、何十万円も取られちゃったら市民かわいそうじゃないですか。 

 本当に市民の心を考えればそのぐらいのことをしてもいいと思うんですけれども、被害

を受けた農家の声をどのように受け止めていますか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 被害を受けた農家の声をどのように受け止めているかに

ついてでございますが、農家にとっては時間と労力と経費をかけて大事に育てた作物を収

穫期に盗まれてしまうということにつきましては、悔しいとか、お客様に届けられないの

が残念というふうな声を聞いております。 

 このような声を受け、市として何か支援ができないかということで、先ほど答弁いたし

ました、先月、防犯カメラと注意喚起の看板の貸出しを行ったところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そういうことも当然大事なことなんですけれども、私的にはぜ

ひお見舞金ぐらい出してあげてもいいのかなという考え方なんですよ。その点はいかがで

すか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 市といたしましては、今やっている施策を行うことで、

農家の方々には共済の収入保険に入っていただくというのが一番ベストなのではないかと

いうふうに考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 違うんですよ。私が言っているのは、そういうお見舞金を出し

てくださいという話をしているのです。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 現状では、市ではお見舞金の支給というところは考えて

おりません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 
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○１３番（村上寿之君） ぜひ考えてください。 

 以上で小項目①終わりにしまして、小項目②は今の質問と関連性が多くて、ほとんど質

問しようとした内容が小項目①で答弁いただいたので、続きまして小項目③に入ります。 

 農作物の盗難被害が起きていることは、農家にとってとても不安である。そして、現在

刈取りをしている新米やブランド化した笠間の栗の収穫期を迎える今、またどこかで盗難

被害が出るのではと心配になる。どうか、笠間市の農作物が盗難被害に遭わないために、

他機関との連携を強化していただきたい。笠間市は、農作物の盗難防止のために他機関と

どのように連携していくかお聞きしたい。 

 質問します。小項目③他機関との連携についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 他機関との連携でございますが、本市では笠間地域農業

改良普及センターや農業共済組合等の情報を共有するとともに、警察には農作物の盗難防

止のための農作物収穫期や被害のあった圃場周辺を中心にパトロールの強化を要請してご

ざいます。 

 また、先月の梨の被害に関しましては、ＪＡ常陸笠間地区岩間梨部会の方々と対応につ

いて協議をしたところでございます。同時に、盗難防止においては農家の自主的な防犯対

策が最重要と考えており、倉庫の施錠などによる農作物の保管・管理徹底のほか、ネット

や柵、センサーライトやカメラの設置といった侵入防止対策などが、農家自身が取るべき

対策であると考えているところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） ぜひ、市内の農家に被害が出ないよう引き続き注意喚起をお願

いして、以上で小項目③を終わりにします。 

 続きまして、小項目④に入ります。 

 鳥獣による農作物の被害は、日本全国で深刻な問題となっています。笠間市でも多くの

場所で農作物の被害が確認され、わなを仕掛けるもなかなかわなにかからないなど、有効

な手段が見当たらない話を聞きます。そのような中、笠間市の鳥獣被害の現状がどのよう

になっているのか、お聞きしたい、 

 質問します。小項目④鳥獣被害の現状についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 鳥獣被害の現状についてでございますが、本市の農作物

被害は主にイノシシによるものですが、ほかにも、カラス、ハクビシン、最近はアライグ

マなどによる被害もございます。 

 農産物被害額は年々増加をしておりましたが、平成29年度の6,538万6,000円をピークに

減少へ転じ、令和４年度には1,047万6,000円となり、ピーク時に比べると5,491万円の減

少いたしました。これは、農業者が自ら行う電気柵やワイヤーメッシュ柵の設置などによ
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る被害防除のほか、本市の鳥獣被害対策、自治体や地域の捕獲団体による有害鳥獣捕獲活

動における効果と豚熱の影響もあると推測されるところでございます。 

 しかしながら、令和５年度には被害額が1,279万2,000円で、前年比231万6,000円の増加

となりましたが、これはイノシシの生息数が増加し、新たな被害が出たものであると考え

ております。また、近年はこれまでイノシシ被害のなかった地域などからも被害の報告が

あり、鳥獣の生息エリアが拡大しているものと考えられ、わなの設置による捕獲の強化を

行っているところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、農作物の鳥獣被害による被害相談数は年間どのくら

いありましたか。令和元年から令和５年の被害相談数をお聞かせください。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 相談数に関しましては、イノシシ、ハクビシンの相談が

多数を占めておるところでございます。令和元年度が76件、令和２年度が82件、令和３年

度が74件、令和４年度が53件、令和５年度が99件となっております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、被害相談はどのような職員がどのような対応をしている

かお聞きしたいんですけれども、教えてください。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） どのような職員がどのような対応というところでござい

ますが、市役所の窓口、電話等で鳥獣被害の相談があった場合には、農政課の振興グルー

プの鳥獣の担当職員がおりますので、その職員が聞き取りを行い現地を確認、状況によっ

ては鳥獣被害対策実施隊の隊員の方に情報提供いたしまして、一緒に同行して現場を確認

して、箱わなが有効なのか、くくりわなが有効なのか等を含めて、専門的な知識で現場の

ほうを対応しておるところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、これ職員に限りますけれども、担当者は何名ぐらいで行

っているんですか。この鳥獣被害対策です。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 現在２名で対応しているところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、笠間市で特に被害が深刻な地域や場所はどの辺ですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 市内で特に被害を及ぼしている場所でございますが、山

際に位置する農地や集落において被害が目立っている状況でございます。市内で被害の多

い地域につきましては、笠間地区においては福原、片庭、本戸、友部地区においては上市
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原、岩間地区においては上郷、下郷などでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 大体、山あいのところですよね。 

 じゃあ、鳥獣被害の多い地区と少ない地区で、その対応に差はあるんですか。そういう

対応をしている、例えば山際だからいっぱいここはわなを仕掛けようとか、少ないところ

だから何もやらないとかという差があると思うんですよ。そのような差はございますか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 鳥獣被害が多い、少ないにかかわらず被害の申出のあっ

た地区につきましては、鳥獣被害対策実施隊と連携して捕獲するためのわなの設置などを

することで対応しておりますので、多いところ少ないところで対応に差はございません。 

 ただ、結果といたしまして、被害の多い地域には箱わなやくくりわななどが多く設置さ

れることとなっているような現状でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、市の職員も、被害が確認された場所には出向いていくの

ですか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 原則的には全て出向いております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それは、どのようなことをしてきますか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 先ほど答弁いたしましたとおり、現地の被害状況の確認

と、実施隊と同行して申入れしていただいた方のお話をじっくり聞いて、どのような対応

がいいのかというのを実施隊の隊員と一緒に検討しているという状況です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、先ほどの答弁であったんですけれども、笠間市の鳥獣被

害の中でどのような動物の被害が多いという話だったんですけれども、イノシシやハクビ

シンなどが一番多いということなんですよね。一応、その確認のため、もう一度聞かせて

ください。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 繰り返しの答弁になりますが、市内においてイノシシの

被害が最も多く、次にハクビシンやアライグマなどの中型獣による被害も多い状況でござ

います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、鳥獣被害による農作物の被害額はどのぐらいありますか。

令和元年から令和５年度の被害額を教えてください。 
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○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 令和元年度の被害額でございますが2,022万6,000円、令

和２年度が1,631万8,000円、令和３年度は926万4,000円、令和４年度が1,047万6,000円、

令和５年度が1,279万2,000円の被害額となっております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、鳥獣被害に対する予算額はどのくらい取っています

か。令和元年度から令和５年度の予算額をお願いします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 鳥獣被害に対する予算額についてでございますが、令和

元年度が3,338万4,000円、令和２年度が3,122万8,000円、令和３年度が2,486万2,000円、

令和４年度が2,192万5,000円、令和５年度が2,651万4,000円となります。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） このような現状を見据え、新たな予算措置や人員配置の必要性

について、笠間市農政課はどのように考えていますか。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 継続した鳥獣被害対策を行ってきたことにより、農作物

の被害金額はピーク時の約５分の１程度に抑えることができました。今までの取組の成果

が出ているものと考えておりまして、今後も現在の対策維持強化をしていくことが重要だ

と考えております。予算措置や人員配置については、その状況に応じて対応していくべき

ものであると考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そのとおりですよね。 

 私がここでちょっと質問したかったのは、だんだん予算額とか被害額というのが少なく

なっているんですけれども、何かあちらこちらに出向くとイノシシの被害やハクビシンの

被害が増えているというような話を聞くんです。その都度職員を呼んだりとか、あとは職

員が出向いたりなんていう話を聞くんですけれども、２人ぐらいの職員でこの鳥獣被害対

策が対応できるのかということを疑問に思って、この質問をさせてもらいました。 

 その点どのようにお考えか、そこを教えてください。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） ピーク時の平成29年度から職員の配置状況は変わってお

りませんが、振興グループというグループでやっておりますので、７名から８名ぐらいの

グループでやっておりまして、主が鳥獣被害対策をやっているのが２名ということですの

で、被害の状況に応じて柔軟的にグループの中で人員の配置をしておりますので、今のと

ころ問題ないと考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 
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○１３番（村上寿之君） 私は問題があると思って、もっと増やしたほうがいいのではな

いかという話をしようと思ったんですけれども、数字やそのような部分を見る限り、特に

問題はないという感じもありますので、改めて私も見守っていきたいなというふうに思っ

ています。 

 ただ、この鳥獣被害を担当している職員は、結構大変ですよ。山に登ったり、部長も見

ていますか、あちらこちらでいろいろな市民にどうにかしてくれ、本当に大変な思いをし

ていると思うのです。人を増やせということは無理だとは思うんですけれども、こういう

職員にも目を向けていただいて、鳥獣被害は恐らく幾らお金をつぎ込んでも、やっぱり生

まれてくる動物の数は５匹も６匹も生まれてくるわけですから、なかなか市が思うように

はいかないとは思いますけれども、ぜひ今頑張っている職員も大変だと思うので、その辺

も考慮しながらやってください。 

 続きまして、小項目⑤に入ります。鳥獣被害における対応策についてお伺いいたします。

簡単で。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 鳥獣被害における対応策についてでございますが、鳥獣

被害の対策の三本柱といたしまして、電気柵等での被害の防除、捕獲による個体管理、草

刈りによる生息環境の管理、この三つが重要な部分だと考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） ぜひ、盗難被害、鳥獣被害に対してしっかり目を傾けていただ

き、こういうことが当然盗難被害がなくなるようなことと、鳥獣被害が少なくなるという

のは難しいかもしれないですけれども、しっかり職員の面倒見ていただいてやっていただ

ければいいなというふうに思います。 

 以上で、大項目１を終わりにします。 

 続きまして、大項目２、市内小中学校・義務教育学校の生成ＡＩの活用について質問し

ます。 

 皆さんも御存じのとおり、2022年に生成ＡＩが話題になり、その年の11月にＣｈａｔＧ

ＰＴが公開され注目されたことは、記憶に新しい出来事と思っていた。ところが、このＣ

ｈａｔＧＰＴを早々に活用して学校教育が行われている学校が、茨城県にあることです。

その代表的な学校が、つくば市立みどりの学園義務教育学校です。この学校では、１年生

から９年生まで生成ＡＩを活用した授業を行っています。ただ、ＣｈａｔＧＰＴの活用は

利用規制があり、13歳以上から18歳未満は保護者の同意が必要とのこと。では、笠間市の

学校教育ではどうなのでしょうか。笠間市では、どの程度生成ＡＩを活用した授業が行わ

れているのか質問します。 

 小項目①生成ＡＩの活用にどの程度取組んでいるかお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 
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〔教育長 小沼公道君登壇〕 

○教育長（小沼公道君） 13番村上議員の御質問にお答えをいたします。 

 生成ＡＩの活用の取組状況についてでございますけれども、結論から申し上げますと、

本市においてはＣｈａｔＧＰＴなどの生成ＡＩを利用した授業には取り組んでおりません。 

 その理由としては、大きく二つあります。 

 一つは、先ほど議員がお話なさった、国のガイドラインでは13歳以上それから18歳未満、

しかも保護者の同意が必要であること。それから、国のほうもパイロット校として取り組

んでいるという状況から考えると、試験的導入ですので、必ずやれという、これはいわゆ

る約束事ではないとそういうことであります。 

 それから、もう一つ大きな点としましては、教職員の研修が膨大になるということで、

このＣｈａｔＧＰＴを活用するためには、教員に対して正確な情報を教え込まなければい

けないという状況があります。 

 そういうことで、この二つの大きな状況によって、本市においては取り組んでいないの

が現状です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、茨城県の公立の小中・義務教育学校で生成ＡＩを活

用した授業を行っている学校は、どのくらいあるのでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君、自席でお願いします。 

○教育長（小沼公道君） 生成ＡＩを取り組んでいる本県の学校ということですが、全国

では66校パイロット校がありまして、本県においては４校。つくば市については１校、そ

れから、かすみがうら市内で３校の合計４校となっております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そうしますと、近隣の市町村で生成ＡＩを授業に活用している

ところはありませんか。ないということですね。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 現在、ございません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 笠間市教育委員会はなぜ生成ＡＩの活用を授業に取り入れなか

ったのかということは今聞いた内容なのかなというふうに思ったので、では生成ＡＩを授

業で活用しているつくば市立みどりの学園義務教育学校と生成ＡＩを授業で活用していな

い笠間市の子どもたちの間では、情報活用能力に格差がつくのではないでしょうか。その

辺、笠間市教育委員会は、いかがお考えでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 先ほども申し上げましたけれども、大きく一つは、パイロット校ということは試験的導
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入ですので、これがいわゆる学校教育に合っているかどうかを試験的に活用していただい

ている学校が66校全国にあるということですから、これを見極めてから導入してもいいの

ではないかという考え方が我々にあります。 

 それからもう一つは、本市においてはタブレットを入れたときに、実はＡＩのデジタル

ドリルの導入をしています。これを「すららドリル」というのですが、このすららドリル

については、子どもたちが間違ったところを何回も何回もクリアしていかないと次のステ

ップに進めないという優秀なＡＩドリルになっています。その活用を４年前から使ってお

りますので、これを生成ＡＩではなくて、ＡＩドリルの活用ということでやってきました。

それを今後も継続していきたいと思っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 私が聞きたかったのは、当然パイロット校であり、パイロット

校でない笠間の小学校、笠間の子どもたちにおいて、結局パイロット校であったってＣｈ

ａｔＧＰＴを使いながら学習をしているという事実はあるんですよ。笠間の子どもたちと

いうのは結局、全く生成ＡＩを使った学習をしてないという、その格差について知りたか

ったのですけれども、その辺もうちょっと詳しく教えていただければ。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） もちろん今、技術がこんなに革新社会ですので、学校の中では

我々は推奨して取り組んでいないということであって、子どもたちは個々に家庭において

取り組んでいる子どもももちろん一定数はいると思っておりますので、格差が生まれると

いうことは私は考えてはおりません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 私は格差があると思って、この質問をしたんです。でも、教育

長が格差がないという判断であれば、当然そのような学習スタイルでしばらくやっていく

のかなというふうに思うので、見守りたいと思います。 

 以上で小項目①終わりにします。 

 私は、市内小中・義務教育学校で生成ＡＩを授業で導入し、子どもたちの情報活用能力

に貢献していただきたいと思っている。ただ、そのためにはいろいろな困難や問題点があ

り、円滑にはいかないとも思っている。生成ＡＩ導入に当たり、教育委員会が思う問題点

などがあればお聞きしたい。 

 小項目②生成ＡＩ導入の問題点についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 生成ＡＩ導入の問題点についての御質問でございますけれども、

導入するに当たっては、児童生徒だけではなくて、教職員のメリット、それからデメリッ

トに関して、十分な知識の習得が必要であると先ほどお答えしたと思います。特に、その

問題点、デメリットについては、今、ちまたというか、最近騒がれているのは、Ｃｈａｔ
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ＧＰＴが言っていることに信憑性があるのかどうか。学習機能の中でうそを覚えてしまう

と、うそを出してしまうというところ。それから、プライバシーに関する情報がそのまま

載せられてしまって、今後それが独り歩きしてしまうという、そういう個人情報の問題の

リスク等がありますので、そういうことについて教育委員会としては慎重に考えていかな

ければならないというふうに考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、笠間市教育委員会は、生成ＡＩを活用することに対して、

小中・義務教育学校の教育目的に合致している目的だと思いますか。その辺お伺いいたし

ます。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） これほど情報社会が発展していって、教育は変わらなければい

けないと私自身は思っています。 

 教育の中で生成ＡＩ、ＣｈａｔＧＰＴをどういう活用するかというと、子ども自身がＣ

ｈａｔＧＰＴに質問することでの活用ではなくて、教員自身がこの子どもたちに対してど

ういう学習課程を組んで学習していくかという、そういう学習づくりの点での活用という

ことで、十分働き方改革にもつながるものだという認識はあります。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、一応、今の問題は合致しているというお考えでよろしい

ですか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） そう思っております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、生成ＡＩを活用することで、学力向上に問題を起こすこ

とはありませんか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 学力向上、知識だけを教えるのであれば、生成ＡＩを活用して、

ＡＩロボットを活用してということはできると思いますけれども、学校教育はそれだけで

ありませんので、知識伝達の方法としては良いものだという認識は持っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、生成ＡＩを活用するには、市内小中・義務教育学校の児

童生徒たちが、生成ＡＩとは何かを理解していることも問題点になると思います。笠間市

内の児童や生徒は、生成ＡＩをどの程度、教育長は理解していると思いますか。これは教

育長ばかりでなく、教育委員会として御見解をいただければ。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 調査を行ったわけではございませんので正確な数字等はお話し
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することできませんけれども、これだけ新聞やメディア等で騒がれている中で、子どもた

ちは今、携帯の所持率はもう５割以上超えていますので、それを活用して使っている子ど

もたちはたくさんいるという認識はあります。 

 ですから、あえて学校のほうで上手な使い方というか、そういうものを今後教育してい

く必要はあるのだろうなと、そういう認識はございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 私も中学生とは結構付き合いがあるんですよ、自分のやってい

ることで。その中学生たちに、ＣｈａｔＧＰＴは利用したことあるか、ＣｈａｔＧＰＴは

知っているかという話をすると、当然分かると言う子どももいるし、ＣｈａｔＧＰＴって

何ですかと言う子どももいるし、じゃあ、ＣｈａｔＧＰＴ使ったことあると言ったら１人

だけいました。だから、意外と教育長が分からないように、ＣｈａｔＧＰＴは意外と知ら

れてないのが現実なんですよ。 

 さっき言ったように、つくばの学校とかすみがうらの学校の子どもたちというのは、そ

こで学校でＣｈａｔＧＰＴ、当然パイロット校だから笠間と立場は違いますけれども、も

うここで、さっき言った格差は、そこで私は言いたいわけなんですよ。全くそのように知

識のない子どもたちと、学校でそれなりにさわっている子どもたちでは、社会に出たとき

に全然、同じ土俵に立つ、横綱と、簡単に言えば前頭ぐらいの差が出ちゃうわけなんです

よ。私は、笠間の子どもたちを横綱にしたいわけなんですよ。ぜひ、そういう部分も理解

した上で、こういうＣｈａｔＧＰＴの活用などというのを考えていただければいいなとい

うふうに思っている、この質問をさせてもらったのです。 

 いろいろな子どもたちに、ＣｈａｔＧＰＴどのぐらい使ったことあるかというアンケー

トなどしてみるのはいかがでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） あえてお約束することはなかなかできないのですけれども、子

どもたち自身、村上議員がおっしゃるとおり、いろいろな子どもたちがいますので、ただ

議員に間違っていただきたくないのは、授業の中で、技術家庭の時間の中では、必ずＩＣ

Ｔの使い方というものの中でＣｈａｔＧＰＴも触れていますので、子どもたちには伝達は

しているというところがあります。そういうことで御理解いただければと思います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 教育長が伝達していると言っているんですけれども、分からな

い子どももいるということも御理解ください。 

 それでは、生成ＡＩ活用に保護者の意見を確認し、今後の参考にしてみるのはいかがで

しょうか。その辺どういうふうにお考えになりますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 今、パイロット校がどういうメリットがあって、デメリットが
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あるかという検証をやっている段階ですので、時期を見て、必ずそういうふうな方向性は

出していきたいと思います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 以上で小項目②終わりにして、小項目③に入ります。 

 生成ＡＩ活用の効果には、ＡＩの活用を通じて将来の自分に役立つリテラシー、リテラ

シーは、ある分野に関する知識や能力を活用する力、このリテラシーやデジタルスキルを

自然に身につけることができるようになると思っています。これにより、子どもたちが現

代社会や今後の社会に必要な能力をより早い段階で習得できる、私はチャンスと思ってい

ます。では、笠間市教育委員会は、学校で生成ＡＩを活用することが子どもたちにどのよ

うな効果が期待できると思いますか。 

 質問します。小項目③生成ＡＩ活用の効果についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） ４年前のタブレットの導入から教育が大きく変わったというの

は先ほどお話ししたとおりなんですけれども、今、笠間市内に限らず全国の子どもたちは、

タブレットを、ある特殊な機械ではなくて、いわゆる筆記用具の一つとして、消しゴムや

鉛筆と同じような使い方を今しています。 

 やっとＩＣＴに慣れるようになってきて、今度活用していくことになって、私は子ども

たちに常日頃言っているのは、タブレットは友達と一緒なんだと。いわゆるＣｈａｔＧＰ

Ｔもそうですが、話しかけることによって、相手から明確な答えが返ってくるかどうかは

分かりませんけれども、それなりの考えが返ってくる場合があるということで考えていく

と、授業の中でグループ学習をやっていて人それぞれの考え方を聞いている中で、それ以

外の考え方をＣｈａｔＧＰＴに聞いてみるという方向もこれは考えられるなと。それは、

教育のやはり拡大という点ではすばらしい点だというふうな認識がありますので、そうい

う面で、使い方を統一してやっていくような方策で考えていけたらなと、そういうふうに

思っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。 

 次、続きまして、小項目④に入ります。 

 笠間市の学校においては、子どもたちに生成ＡＩを活用した取組は行ってないというこ

とですが、教員はどうなのでしょうか。どの程度生成ＡＩを活用し、教員のスキルを向上

しているのか、お聞きしたい。 

 質問します。小項目④教員のスキル向上についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） パイロット校66校ですけれども、実は本市においても、昨年度、

生成ＡＩのＣｈａｔＧＰＴの研修は、情報教育担当者を中心に大学の先生を招いて行って
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おります。内容的には授業計画であったりとか、単元のいわゆる教育計画であったりとか、

そういう使い方ということで、教員の働き方改革につながるような、そういうふうな使い

方の研修を行った事実はございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、そのように生成ＡＩを用いた教育は、教員にどのような

影響を及ぼすと考えておりますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 長期的に考えてみたら、新しいやっぱり資料の一つとして活用

できるというところはあると思うんですね。ですから、教員の研修としては有効な手だて

だと私は思っています。 

 ですから、教員の知識を補完するための一資料としての役割というか、そういうものを

補完できるものというふうな考え方は持っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、生成ＡＩ導入により、教員の教育手法はどのような変化

が期待できますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 教員にもやはり得手不得手がありますので、限りがあると思っ

ています。ですから、子どもたちに専門的な知識を導入するのであれば、生成ＡＩの技術

を活用するということは、教員にとってもやっぱり資質向上にはつながっていくと思って

います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 生成ＡＩの導入は、教員の働き方改革にも先ほど貢献できると

いうような話がありましたけれども、改めて再確認しますけれども、生成ＡＩ導入は教員

の働き方改革に貢献できるものとお考えですか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） はい。考えております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、笠間市教育委員会は、ＡＩ技術が進捗する中で、人間で

ある教員の教育力を今後どのように強化していくか、お聞きいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 研修の充実というのが一番だと思うんですけれども、生成ＡＩ

の研修も含めて、今後やはり知識伝達能力であったりとか、それから教員の技法であった

りということがやっぱり大事なのかなと、そういうふうに思っています。 

 ですから今回の、教育がどんどんどんどん今新しいものに変わってきました。英語の導

入であったりとかタブレットの導入であったりと、そういうことで、今度ＡＩということ
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で教員の働き方改革に一助できるような、一ツールとしてできるような形で活用していく

方策を今後考えていきたいと思っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そのように強化していくということなんですよね。 

 では、ＡＩの教育力と人間である教員の教育力を子どもたちに説明する機会があったら、

教育長はどんなお話を子どもたちにしますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 難しいと思うんですけれども、知識伝達であればＣｈａｔＧＰ

Ｔは有効な方策だと思います。でも、教育は鏡ですので、ロボットは人格がありません。

子どもたちに怒って向かえば、怒って返ってきます。笑って向かえば笑って返ってくる、

そういうふうな人間的な教育ができるのは、教員なのだと。教員の立場とロボットの立場

をわきまえながら教育環境を整えていくことが大事だというふうな話をすると思います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それというのは人間力向上にもつながっているところだと思う

んですけれども、私ならこういうこと言いたいのですよ、子どもたちに。ＡＩは、機械が

行う。つまり、機械にできることは機械にやらせる。教員は、人間である。人間には人間

力があり、つまり考えることができる。ＡＩに対する強みは人間力であることだと説明す

るのがよろしいと思うんですけれども、このような私の考えはどのように思いますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） ぜひ、議員に学校に行って話をしていただければと思います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 喜んで行きたいと思います。 

 それでは、子どもたちに先生よりＡＩのほうが良いなんて言われる時代が来ませんか。

そのようなことが来るのが、非常に怖いです。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） そのようにならないように、教育委員会が主導で、教員の研修

を進めていくわけです。 

 ですから、私は就任以来、道徳教育については、１人の担任が教えるのはもう絶対駄目

だと。全ての教員でローテーション道徳をやっていて、いろいろな価値観を植え付けるの

が大事だということでこの４年続けてきていますので、そういう人間力を大事にしながら

教育をやっていきたいと思っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） まさしく私と同じで、人間力の高い教員を育てていただきたい

と思っております。 

 現在のＡＩの進化は、大体、山で言えば１合目と私は思っています。１合目とも呼べる、
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今、初歩的な段階であります。しかし今後、ＡＩは想像を絶するレベルで賢くなると思い

ます。教員の教育力を高めていただき、子どもたちや保護者にあの先生は使えないなんて

言われないようなレベルの高い教員を育てていただきたいと、教育長には要望いたします。 

 以上で小項目④を終わりにして、小項目⑤に入ります。 

 笠間市教育委員会は、市内の児童や生徒に生成ＡＩの活用を今後どのようにしていきた

いかお聞きしたい。 

 質問します。小項目⑤生成ＡＩの今後の展望についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 国のガイドラインが、本年度末改正される予定でございます。それは、パイロット校の

メリットとデメリットが出された中でのものだと思っているんですけれども、それを注視

しながら、我々のほうは生成ＡＩをどのように活用していくか、調査研究をしていくつも

りでおります。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、生成ＡＩを用いた教育は、長期的に生徒や教師、教育環

境にどのような影響を及ぼすか、教育委員会の見解をお聞きいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 働き方改革の進め方と同じなんですけれども、働き方改革は、

教員にしかできないことをするために、教員じゃなくてもできることを外に外注で出すと

いう考え方です。そう考えていくと、生成ＡＩは、教員じゃなくてもできることを生成Ａ

Ｉにやってもらうということは十分可能だと思っておりますので、そういう考えに基づい

て今後考えていきたいと思っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、これは笠間市の子どもたちの中には、早く学校で生成Ａ

Ｉを活用した授業をしたいと思っている子どもたちもいると思う。そのような子どもたち

の未来のために、何かできることはありますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 生成ＡＩ、ＣｈａｔＧＰＴの使い方については、内緒で子ども

たちは読書感想文を作ったりとか、もう既にやっている子どもたちがいるという話は認識

をしています。 

 ですから、正確な使い方をどのようにやっていくかというのは研究課題として、今後教

育委員会として市内の学校で取り組んでいきたいなと、そういうふうに思っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、社会ではＡＩとの共生時代は既に始まっています。笠間

市の学校教育が、社会に遅れないことを望みます。そして、まだ始まっていない生成ＡＩ
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の活用が笠間市の子どもたちの学習に役立つ取組になることを期待して、大項目２と小項

目⑤を終わりにします。 

 続きまして、大項目３に入ります。 

 続きまして、大項目３、市内学校の日常について質問します。 

 現在、市内小中・義務教育学校の子どもたちが使用しているタブレットは今どのような

利用状況か、お聞きしたい。 

 質問します。小項目①タブレットの利用状況についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 自席で失礼します。 

 タブレットの利用状況ですが、先ほどもお話ししましたが、導入から４年目を迎えまし

た。先日、教育福祉委員会のほうで視察をなさったとおり、子どもたちは活用している状

況が続いていると思います。 

 教師が児童生徒の意見を集約したりとか、ビッグパッドと呼ばれる大きな黒板に、それ

を子どもたちの考え、子どもたちは意見を言える子と言えない子がいるので、授業の中で

自分も参加しているということで、すごく有効な手だてとしてビッグパッドを使っており

ます。そういう活用場面というのは多岐にわたっておりますので、また自宅に持ち帰って

家庭学習の一助として使っているという状況がございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） さっきの一応私もそのメンバーなんですけれども、教育福祉委

員会なんですよ。教育福祉委員会として、すみませんが。 

 では、タブレットが故障したときの対応はどのようにしていますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 学校からの連絡によって、すぐ代替を持っていって子どもたち

に活用させております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 故障した際のトラブルはございませんか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） すぐに代替を用意しておりますので、そのトラブル等はござい

ません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、夏休みや休業中に家庭で使う使用基準などは設けていま

すか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 夏休みなどの休業中に限らずタブレットを持ち帰らせています

ので、家庭でのルールであったりとか、学校の活用ルールというものは既に明示して、活
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用していただいております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それは分かりました。 

 ８月７日の読売新聞が、小中学生に１人１台配布された学習用端末をめぐり、一部の自

治体が端末にアプリを提供するリクルートに子どもたちの個人情報を直接取得管理させて

いることが判明した。文部科学省が７月から全国調査をはじめ、波紋が広がっているとの

記事を伝えているが、笠間市教育委員会は学習用端末をめぐり、子どもたちの個人情報の

管理に問題はございませんか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 子どもたちの個人情報やデータ管理については、教育委員会の

ほうで一元管理をしておりますので、そういう事実はございません。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 市民は心配しているので、今そのようなお答えをいただいて安

心していると思います。 

 では、卒業生のデータの取扱いについて、どのようにしておりますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 卒業生のデータに関しましては、本市でつくっております端末

貸付規程、その第９条第４項の中に「貸付期間終了後１ヶ月が経過した端末のデータは、

それにかかる一切の権利を放棄するものとし、笠間市教育委員会が削除する」とされてお

りますので、１か月たった後に削除するようにしております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そういうことであれば、卒業生の個人情報が他人に漏れるとい

うことはないと判断してよろしいのですか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） そのとおりでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。 

 小項目①を終わりにし、次に小項目②に入ります。 

 夏休み中の子どもたちの過ごし方は、時間を決め過ごす子ども、塾に行って学習する子

ども、スポーツで汗を流す子ども、１日中家でゲームをし学習しない子どもの大体４パタ

ーンを想像するが、特に１日中家でゲームをし学習しない子どもには目を向ける必要があ

ると思います。こうしたことを踏まえ、夏休み中における学校が抱える学習の課題はどの

ようなことがあるのか、お聞きしたい。 

 質問します。小項目②夏休み中における学習課題について御質問いたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 
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○教育長（小沼公道君） 夏休み中の学習課題についての御質問ですけれども、夏休みの

課題の本来の目的というのは、いわゆる前期課程の中において培った学習のリズムであっ

たりとか、学習の内容というのを復習していくのだと。それから、40日の休みの中で、リ

ズム、規則正しい生活をするのだということで課題を出している状況でございます。 

 学校が管理する中で、夏休み期間中というのは、学校に子どもたちが来てない状況で家

庭に返している状況なんですけれども、家庭と協力しながら、そういう学習計画を夏休み

前に１日の生活リズムという、要するに予定表ですね、そういうものを立てさせて、学習

のリズムが整えられるような形で課題を出しているという状況がございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、子どもたちはやっぱり差があると思うんですけれども、

さっき言ったように。笠間市が目指す学力向上の根本とは、どのような子どもをどのよう

に育てようとしていますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） お答えします。 

 笠間市が目指すのは、もちまえ、子どもたちの「もちまえを伸ばす」ということが教育

目標の中に書かれておりますけれども、持ち前というのは一人一人の力を伸ばすというこ

となので、個々に応じた形で、先生方が夏休み前に１日の予定表の中であなたが弱いとこ

ろは算数のこういうところだよというのを話をしながら計画を立てている現状がございま

すので、そういう個々の持ち前を伸ばすためのいわゆる方策を立てながら、夏休みを迎え

させているというのが現状です。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、持ち前を伸ばすっていろいろあると思うんですけれども、

私が一番心配しているのは、ここで言う１日中家でゲームをして学習しない子どもに持ち

前伸ばせと、どういうことをすれば伸びると思いますか。その辺もお聞きしたいです。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） そのために、夏休み前に先生と２者面談も含めた形で夏休みの

計画表を立てさせているので、それはやっぱり家庭との協力を仰がないと１日中先生が夏

休みについているわけにはいきませんので、やっぱり家庭の教育力を向上させることも一

助だと思っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） そのとおりであるんですけれども、学力向上の根本はいろいろ

あると思うんですけれども、さっき言ったように、例えば学習ができる子ども、やっぱり

学習ができない子ども、いろいろな子どもたちがいると思うんですよ。私は、できない子

どもに目を向けていただきたいんですよ。できない子どもたちをできるようにさせるため

にはどういうことをすればと簡単に言いますけれども、家庭に任せれば、家庭でもやらな
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いから、結局できないと思うんですよ。 

 もっとそこを、どうすればそういう子どもたちが勉強するかという基本的な議論はして

ないのですか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） もちろん、議論は毎回のように教育委員会の中でも行っており

ます。そのために、１人１台端末を導入したときに、いわゆるすららドリルを導入して、

夏休み中もタブレットを持ち帰っていますから、自分の課題に応じてゲーム感覚で、その

課題がクリアできないと次のステップに行けませんので、同じような課題が何遍も出てき

ますから、そういうことをクリアできるような形の、いわゆる子どもたちに対してはそう

いう学習の見通しというのですか、そういうものを個人個人にやっているつもりではござ

います。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） よく何ていうんですか、学力テストで笠間市の平均点なんてい

うのが出てくると思うんですけれども、平均点を延ばすための一番いい方法というのは、

頭のいい子どもたちをもっと伸ばさせてあげるのか、それとも中間層をもっともっと伸ば

させてあげるのか、それとも今言ったような勉強をしない子どもたちをもっともっともっ

と伸ばさせてあげるという３パターンになると思うんですけれども、どうやっても伸びな

い子どもを伸ばすのは大変だと思うんですよ。 

 でも、３年間の中学校生活は、先生も教育長もあっという間に過ぎちゃうと思うんです

けれども、子どもたちには本当に早いと思うんですよ。それを勉強しないで３年間過ぎた

ら、結局中学校の義務教育はもうそれで終わりになっちゃいますからね。そうしたら、そ

の子どもたちは高校に行くと思うんですけれども、一番大事なのは、私は中学生のうちに

どうやって学力向上させるかということが非常に心配しているところなんですよ。本当に

今言ったような、全く勉強しない子どもたちをさせるためって本当に大変だと思うんです

けれども、どうやったら本当に伸びるのかなと私も思うんです。 

 だから質問してみたんですけれども、そういう子どもたちを伸ばすことで学力向上を上

げようという考え方は持っていますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） もちろん、私も責任において持っているつもりでございますけ

れども、やっぱり個々の子どもたちの目標がしっかり見極められたときに、子どもたちは

勉強するものだと私は思っています。 

 それが十分なのは、やっぱりキャリア教育が大切なことであって、今、小中学校で取り

組んでいるのは、村上議員がおっしゃるとおり、できる子、言ってはいけないのですが、

できない子と呼ばれている子どもたちを、習熟度別で今、クラスの中で二つに分けたり三

つに分けたりしながら、グループ学習を通じてそれぞれの学習の進捗状況に合わせて今授
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業を行っている段階ですので、今後学力向上のための方策として、そういうものを今後も

教育委員会として続けていきたいと思っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 私は、ぜひそのような勉強が苦手な子どもをできるようにして

あげたいという希望を持って、この質問もさせていただいたんですよ。やはり、就職する

ときには何が一番大事かと言ったら、教育長も御存じのように、学力なんですよ。結局、

どんなに優秀でも、学力が低ければ採用されないというケースのほうが多いんですよ。職

を選ばなければ別ですよ。 

 だけれども、その学力低下というのは、やはり義務教育の段階で非常に子どもたちに左

右されると私は思っているんですよ。そのような子どもたちを見守れるというのは、当然

家庭であり、学校であるんですよ。その学校の長である教育長にぜひ頑張っていただいて、

そういう学力の低い子どもたちを見捨てない、伸ばしてあげるという心を強く持って、当

然そうは思っているのでしょうけれども、今以上にもっともっとそういう子どもたちの平

均点が20点ぐらい上がるようにしていただければありがたいなと思います。20点上がるの

って大変だと思うんですけれども、でもやればできると思うんです。ぜひ、子どもたちに

そのような力を与えてやってください。 

 続きまして、夏休みの宿題の話に入りますけれども、夏休みの宿題の中で、絵、作文、

感想文などの作品の作成は個人の自由選択でよい学校があると聞くが、笠間市の小中・義

務教育学校はいかがでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 村上議員おっしゃるとおり、自由選択になっております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、絵、作文、感想文などの作品の作成を個人の自由選択に

したことのメリットは何ですか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 子どもたちには得手不得手がそれぞれありますので、作文を書

きたい子どもは作文、絵を描きたい子は絵、書道をやりたい子は書道ということで、それ

ぞれの個性を伸ばすために、私は自主性も養われると思って自由選択制にしていると考え

ています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、夏休みの宿題の中で、絵、作文、感想文などの作品を絶

対作成しなければならない学校などは、笠間市の中でありますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 言葉足らずで大変申し訳ありません。 

 自由選択制にしてはおりますけれども、必ず一つはやってくれということが、いわゆる
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課題として挙げられています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、学校間においての格差ということに私は違和感を感じて

いたんですけれども、そのような自由選択ということであればそういうことはないのかな

と思いまして、続きまして、小項目③で、小中義務教育学校の水泳授業は子どもたちの命

を守るためなのか、それともスポーツとして学ぶものなのか、水泳授業の宿命はどこか曖

昧になっていると思います。笠間市教育委員会はなぜ水泳授業を行っているのか、その理

由を知りたい。 

 質問します。小項目③水泳授業についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 近年の水泳学習というのは、長く泳ぐ、それから早く泳ぐ学習

から、水になれ親しむ、命を守ることを第一目的として学習しております。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、市内小中義務教育学校の水泳授業は、年間どのくら

いの時間数を行っていますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 年間で、友部中学校はまだ自校にプールがございますので、そ

れ以外の学校については６時間程度行っております。ただ、友部中学校においても自校に

プールありますけれども、６時間行っています。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 水泳授業の年間時間数は過去より減少しているように思うんで

すけれども、減少していますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 10年前の統計になりますけれども、本市においては、10年前は

８時間から12時間やっていたという情報がございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 水泳を年間６時間程度では水泳を行う意味はないと思いますけ

れども、見直すべきと考えてよろしいですか。例えば、少ないから多くするとか、もっと

少なくするとかという見直しは、教育委員会では考えていますか。 

○議長（大関久義君） 教育長小沼公道君。 

○教育長（小沼公道君） 水泳の授業の目的、第一目的が命を守るということですので、

水泳学習できない子どもたちもある一定数、各学校にはおります。そういう子どもたちの

ことも考えながら、水になれ親しむ、そういう活動は６時間程度でいいと。その中で、命

を守る活動も含めてやってほしいということで、教育委員会としては授業を６時間と決め

ております。 
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○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 分かりました。 

 小項目③を終わりにしまして、大項目４に入ります。 

 小項目①市内体育館使用時の熱中症予防について、何かしていることはありますか。簡

単にお願いします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 13番村上議員の質問にお答えします。 

 市内体育館使用時の熱中症予防についてでございますが、体育館の利用者におかれまし

ては、今年の猛暑の中でございましたが、体調不良により休憩室などで一時的に休まれた

方は数名おりましたが、熱中症の症状を訴え救急搬送された事例はございません。 

 また、利用者の皆様自らが、熱中症対策を十分取られているのかなと思っているところ

でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、市内体育館において利用者が熱中症予防のために扇

風機を持参することは可能ですか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 可能でございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それは、許可や申請は必要なんですか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 許可や申請の必要はありませんが、公共施設でございますの

で、施設の利用目的に合った適切な使用をお願いしているところでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） それでは、体育館のコンセントを使用に当たり、必要な手続な

どがあれば。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） お答えします。 

 必要な手続は定められておりませんが、管理者を置く施設、例えば市民体育館や岩間海

洋センターではございますが、こちらの場合は、利用することの声かけなど、利用者には

施設の利用目的に合った適切な利用をしていただいていると考えているところでございま

す。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） では、利用をする場合には、声をかけて扇風機とかを使えば問

題がないということでよろしいでしょうか。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 
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○教育部長（松本浩行君） そのとおりでございます。 

○議長（大関久義君） 村上寿之君。 

○１３番（村上寿之君） 以上で私の質問を終わりにします。 

○議長（大関久義君） 13番村上寿之君の一般質問を終わります。 

 ここで14時10分まで休憩いたします。 

午後２時００分休憩 

                                         

午後２時１０分再開 

○議長（大関久義君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 10番益子康子君の発言を許可いたします。 

 益子康子君。 

〔10番 益子康子君登壇〕 

○１０番（益子康子君） 10番、政研会の益子康子です。議長の許可を得まして、一問一

答方式で質問させていただきます。 

 大項目は二つ。大項目1、笠間城跡とその周辺の整備について。大項目２、在宅障害者

の地域生活支援についてです。 

 大項目１、笠間城跡とその周辺の整備について。 

 平成29年、笠間城は、続日本100名城に選ばれました。私が令和２年に笠間城について

一般質問をした前年、公益財団法人日本城郭協会が「続日本100名城に行こう」という本

を出版しております。そのおかげか、令和２年は笠間城を目指す人が毎月どのくらいいた

のかといいますと、月ごとに300人の月、400人、または200人台もありました。なぜ、人

数が分かったのか。それは、井筒屋に立ち寄り、スタンプを押していきます。また、道順

の案内パンフレットを持っていくということから、カウントしておりました。その後、コ

ロナ禍となり、カウントはしなくなりました。数年を経て現在どうかといいますと、いま

だブームは去ることがありません。井筒屋で売られている御城印という手のひらサイズの

札があります。300円で売られている御城印の売れ方から見ると、８月で236枚、７月で

189枚、買わない方もいると考えると月により200人、300人と来訪者があるということで

す。 

 笠間城のある佐白山の隣、ここはつつじ公園があり、観光協会に委託、きちんと整備さ

れております。佐白山を下りますと日動美術館があり、大石内蔵助の像があり、井筒屋へ

と続きます。その井筒屋から西に向かう一直線の道が、稲荷神社の門前通りです。いろい

ろな市民団体、例えばかさまち考とか、いな吉会、義士会、いろいろな会の協力により、

また笠間市からの補助などもあり、閑散となりつつありました一帯が笠間朱色で統一され、

新しい店舗も加わり活気づき、土日のにぎわいを創出しております。もちろん、菊まつり、

年末年始、節分などはいうまでもなく、たくさんの人でにぎわっております。 
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 しかし、何もない平日のお客様は少なく、夕方早く閉まる門前通り、笠間駅からの交通

の便もよくはありません。また、茨城空港から海外からの観光客が、笠間への直接のルー

トはありません。問題はいろいろありますが、このエリア一帯がつながり整備されること

は、観光客の滞在時間を長くし、より魅力ある町として、これまで以上に認識されるので

はないでしょうか。より一層のにぎわい創出のため、どのように笠間市として進めていく

のか、質問してまいります。 

 小項目①笠間城の歴史と特徴についてお聞かせください。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 笠間城の歴史とその特徴についてでございますが、まず歴史

でございますが、笠間城は、鎌倉時代、笠間氏初代の笠間時朝による築城伝承を持ち、安

土桃山時代までの中世は主に笠間氏の居城として機能していました。南北朝時代の古文書

には笠間城の記述があり、笠間城と呼ばれた城郭が存在していたことがうかがえます。 

 近世初期の慶長３年、蒲生郷成が城主となると、天守曲輪を整備するなど、近世城郭化

の第一歩を踏み出したと考えられます。近世である江戸時代は、笠間藩主の居城として利

用されましたが、明治３年に笠間城破却願が認められ、約650年に及ぶ山城としての役割

を終え廃城となっております。 

 現在の笠間城趾には、本丸跡をはじめ天守櫓が存していた天守廓や二の丸跡、櫓門があ

ったと考えられる大手門跡、その前面の的場丸などが見られます。また、土塁跡や堀跡、

石垣など、城郭に象徴される遺構も残されております。 

 このような笠間城跡は、平成24年の基礎調査によりますと、全国的にも貴重な城郭遺跡

であるとの調査結果となっておりまして、その特徴でございますが、一つ目が中世から近

世にかけて連綿と機能した城郭であること。二つ目が、近世城郭笠間城の周辺には、中世

の笠間城の痕跡と思われる遺構が残されていること。三つ目が、茨城県内で唯一本格的な

石垣が構築されていること。四つ目が、明治初期に廃城になるまで山城であり、政務を執

り行う下屋敷が山城から離れた場所、現在の山麓公園でございますが、こちらに整備され

た後も、山城部分の維持を継続していたことなどが挙げられます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。 

 小項目②市民などの笠間城趾近辺に対する意識についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 笠間城跡付近は、笠間城から西へお城とともに整備が進み、

江戸時代初期の浅野家が藩主の頃にかけて、現在の町割りの基になる城下町が完成してき

たことからも、お城と強い関係性を持って歩んできた歴史がございます。この地域にお住

まいの方からは、小さい頃はよくお城跡に上って遊んだなど、笠間城がこの町のシンボル

との思いを込めた話を伺う機会が度々ございます。また、笠間城の歴史的価値や調査状況
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などを市内外に広く周知することを目的として、平成27年度より毎年開催している笠間歴

史フォーラムには、これまで延べ約2,500名の方々に御来場をいただいており、関心の高

さを感じているところです。 

 平成29年に益子議員からございましたように、続日本100名城に選定されますと笠間城

の名が全国的に知られるようになり、笠間城を目指す市外の方や外国の方が年間を通して

たくさん訪れている状況でございます。 

 このようなことから、笠間城付近の方々の歴史的背景などに基づいた笠間城に対する熱

い思いだけでなく、笠間城への関心が市内外を問わず高まっていると考えております。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） 本当に市民、またほかの町の方々の意識の高さもよくうかがえ

ます。 

 では、小項目③に移ります。これまでの調査・研究についてお聞かせください。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 平成26年度より埋蔵文化財専門職員を配置し、大学教授など

城郭の専門家を委員とする笠間城跡調査指導委員会の指導、助言を得ながら、各種調査を

進めてまいりました。 

 平成27年度から複数年かけ周辺地形を把握し、笠間城跡の範囲を定めるための航空測量

を実施し、500分の１スケールの図面を作成いたしました。平成29年度には本丸跡では地

中レーダー探査による遺構の残存状況についての確認を行い、令和５年度にかけては正福

寺跡や北西の遺構などで、詳細な地表面観察を行うための微地形測量を実施しております。 

 また、平成29年度及び令和４年度から現在にかけて考古学的知見を得るための発掘調査、

この発掘調査につきましては、先ほどの埋蔵文化財専門職員と発掘専門の作業員、こちら

が表土除去から掘り込みまで全て手作業で行う調査でございます。この調査によりまして、

正福寺跡では本堂や塔跡と思われる寺院の痕跡が確認され、また北西の遺構では整地層の

存在や礎石など、侍屋敷で使用されたと思われる痕跡を確認しております。 

 このほか、古文書調査といたしましては、牧野家文書の翻刻作業や笠間城に関する絵図

の撮影を行い、笠間城の分析に必要な情報収集を実施しております。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。本当に調査研究のおかげで、山城の大

体の概要が見えてきているということです。 

 現在も千人溜の近くにはひもが張られており、調査をしています。それも草深い、とて

もじめじめした場所です。そういうところで調査をしているのかと思うとやはり頭が下が

りますが、実際発掘しているメンバーはどういう人たちなのか、また学識経験者、その学

者のメンバー、どういうメンバーなのか、これを教えてください。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 
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○教育部長（松本浩行君） 実際に発掘しているメンバーは、先ほどの市役所職員である

埋蔵文化財専門職員、こちら２名と、あと発掘を専門に行う作業員、こちら会計年度任用

職員となりますが、こちら最大でも10名程度、こちらが４班程度に分かれて、うちのほう

の職員２名は掛け持ちでその現場現場を指導するような形で、作業員は二、三名で１組で

その場所場所で発掘作業を行っているというような形でございます。 

 あと、調査委員会のメンバーでございますが、６名でございまして、元茨城県埋蔵文化

財指導員で考古学の専門の方や、歴史や城郭史を専門とする茨城大学、筑波大学、東北学

院大学の教授や准教授、また樹木医で農学博士の方が構成メンバーとなっております。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。 

 では、笠間城というのは、本当にお城が一つぽつんと建っているイメージではありませ

ん。標高207メートルの佐白山に、幾つかの曲輪（くるわ）がありますよね。曲輪という

のは、つまり石垣などで囲われた幾つかの小区画のことです。 

 まず、頂上に天守曲輪があり、やぐらが立っていたわけです。現在、いろいろな政変を

経て佐志能神社になっておりますが、神社の一部にはそのやぐらの材料が使われていると

いうことです。やぐらというものは、戦時には敵の監視をする物見の役割、また収蔵とか

防備の役割も担っていたところです。 

 １段下がった場所が、本丸跡です。つまり、城の中心となる司令部、城の象徴的役割で

す。本丸の南西部には今、鍵型の巨大な土塁が残存しております。そこに八幡台櫓があっ

たわけです。現在、八幡台櫓はふもとの真浄寺に移築されており、真っ白な美しい姿を見

ることができます。 

 あわせて、お城にありました城門は幾つかあるのですが、その２棟はやはり市内民家に

移築され、その姿を見ることもできます。その本丸を守護するための曲輪、それが二の丸

で、本丸の守護とか、大体城主の居住を担っていることが多かったところです。また、帯

曲輪というエリアも、絵図からうかがうことができております。 

 城の正面入り口は追手門があり、その追手門の跡には石碑で、ここが追手門跡ですよと

いうことが分かります。そこに入る広場が的場丸、現在、千人溜と呼ばれ、大きな駐車場

となっておりますが、戦時にはそこに兵士がたくさん集まった場所です。そして、そこか

ら外のエリアが侍屋敷があり、やはり調査されております。当時、侍はそれなりの様相で、

千人溜から今現存する石段を登り城に出勤していたことを思うと、やはり城のファンが多

いのもうなずけます。 

 では、小項目④に入ります。今後の考え方についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 今後の考え方でございますが、現在、笠間城跡の一部は笠間

市指定史跡でございますが、令和９年に県や国の上位史跡の指定を受けることを第１目標
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としてございます。 

 この申請に当たりまして必要となる測量や現地調査事業は、今年度で一区切り、一段落

ですね、一区切りと考えておりまして、これまで蓄積された調査成果を今後報告書として

まとめ上げ、令和８年度の刊行に向け、編集作業を行っていく予定でございます。 

 上位史跡に指定後ではございますが、市が保存活用計画を策定しまして、その計画に沿

って追加の調査などを実施いたします。この追加調査では、これまでよりさらに具体に迫

る復元などに必要な遺跡の全容解明のための発掘調査などを行い、その結果を踏まえて整

備計画を策定し、被災した石垣の修復や保存を目的とする支障木の伐採、統一的な説明看

板の設置のほか、資料館などのガイダンス施設の整備、土塁、建物跡を示す現地の復元整

備などについて、国の補助を受けながら整備事業を進めてまいります。近年は、ＶＲなど

のデジタル技術により建物跡などを復元する事例もございますので、このような技術も取

り入れられるよう検討してまいります。 

 今後も上位指定史跡を目指し、歴史的価値を高め、保存と活用のバランスを取りながら、

観光資源とすることも目的に進めてまいりたいと考えてございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。今年度で実際の調査が一区切りと書い

てありましたので、終わるのかと思いましたらば、やはり上位史跡になった場合、それか

らまた追加調査ということができるということで、今後ますます期待が高まると思います。 

 では、小項目⑤、佐白山についての概要です。その辺についてお聞かせください。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 笠間城跡のある佐白山についてでございますが、佐白山は標

高182メートル、笠間盆地の中央に位置し、山中では露岩している花崗岩を見ることがで

き、笠間城の石垣はこれらを利用して造られたと考えられます。また、笠間市は暖地性植

物の分布北限に近い地域であり、佐白山中にも暖地性の樹木や植物が豊かに生育し、昭和

30年には県立自然公園に指定されております。 

 さきにも御答弁させていただきましたとおり、佐白山につきましては、佐志能神社や笠

間城跡のような歴史遺産のほか、歌うたい石や時鍾など多くの文化遺産もございます。こ

のような歴史や文化のほか、自然散策やハイキングなどを楽しめる側面を持ち合わせた、

人々の憩いの場になっているところです。また、佐白山を利用する団体がボランティアで

ごみ拾いを実施していただいていると伺っておりますので、市民から愛される場所でもあ

ると考えているところでございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） 確かに、かつて市民の憩いの場所として、桜の見事な時期には

市民が集まり、お花見に集まり飲んだり食べたり、また花崗岩の巨石がごろごろしている

石倉に行きますと、すばらしい眺めを楽しめたりするところでもありました。 
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 しかし、やはり今部長がおっしゃったように、県立自然公園になりまして、伐採とか、

手を入れることがとても難しいことになりました。見晴台というところがあるのですが、

やはり木々が育ち過ぎて、何も見えない見晴台となっております。 

 また、草刈りをしないと城跡も本当に草深くて、歩くのも困難なところですが、現在そ

この整備はどのようにしているのか、お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 教育部長松本浩行君。 

○教育部長（松本浩行君） 市有地の城址公園と千人溜駐車場は、年に数回草刈り作業な

どを実施しているところではございますが、ほかの土地につきましては営林署管轄であっ

たり、民有地などがありますので、現在は遺跡の保護のための危険木の伐採や枝落としな

どで対応しているところでございます。 

 先ほどありました、石倉の眺望改善でございますが、こちらにつきましては所有者の同

意や茨城県の県立自然公園条例、こちらに基づく許可が必要となるところではございます

が、眺望改善、こちらのための許可の対象とされていない状況にございます。ですので、

眺望の改善という理由ではなく、県立自然公園内の笠間城跡全体の整備計画の中で、石倉

周辺の整備を盛り込むことで伐採や剪定ができる可能性もございますので、まずは上位指

定を目指してまいりたいと考えてございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） よく分かりました。ありがとうございます。 

 今年度、調査自体が終わるのですが、その後追加調査があると言いましたので、なかな

か手をつけるのは難しいと思いますが、例えば本丸の南側、ここは個人の私有地です。ま

た、木々の佐志能神社のところ、そこも私有地ですよね、個人の。ですから、その辺の佐

志能神社は応急処置は一応しておりますが、その辺のところの応急処置だけではなく、真

砂土化防止のための何か対策、また本丸南側の個人の私有地の伐採のところができれば本

当にありがたいと思いますが、調査終わった後、追加調査がありますので、難しいと思い

ますが、できるだけ現在でも市民が行って楽しめるような、危険木を切ったり、その辺の

ところをお願いいたしまして、小項目⑥に移ります。 

 佐白山麓の整備についてお伺いいたします。 

 歌うたい石があります。京から流されてきた公家が、大きな石の上で京のほうを向いて

歌を歌ったという立派な石です。また、佐白山下りると、すぐ日動美術館があります。大

石内蔵助の像があります。その辺りの整備をどのように考えているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 佐白山麓の整備についてとの御質問でございますが、現

在整備されている主なものといたしましては、子ども用の遊具を備えた山麓公園をはじめ、

益子議員おっしゃるような大石邸や歌うたい石への遊歩道、坂本 九さんの歌碑などがあ
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り、一定の整備がなされているところでございます。現在は、整備されている施設の管理

に努めているところであり、新たな施設の整備などを行っていく予定は現在ございません。 

 一方で、整備から50年以上経過しております稲荷駐車場の舗装の劣化が顕著であり、観

光地としてのイメージダウンにもつながりますので、改修を検討していかなければならな

いと考えております。 

 なお、公園内の時鐘楼近くにございます、現在は笠間市ふるさと資料館となっている旧

笠間市立美術館の新たな活用方法や、老朽化している公園のトイレの検討を含め、今ある

施設をどのように管理していくのかが今後の大きな課題となっている状況でございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。来訪者も多いのですから、その辺の整

備に着手、できるだけ早くお願いいたしまして、小項目⑦に移ります。 

 では、井筒屋周辺、井筒屋も含めてその辺の整備についてお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 井筒屋を中心とした周辺整備について等の御質問でござ

いますが、井筒屋は江戸時代、天保年間に旅館として創業いたしましたが、大町の大火に

て焼失し、現在の位置に木造３階建てとして明治13年に建てられ、門前町の顔として180

年間親しまれておりました。 

 平成23年３月の東日本大震災で大きな影響を受け、廃業を余儀なくされてしまいました

が、その存続を笠間市が引き受け、通りから15メートルの曳家をした上で、笠間歴史交流

館井筒屋として引継ぎをいたしたところでございます。建物とともに、その展示内容も歴

史をつなぐ役割を担っており、３階に設けられた会議室や和室では自主事業として歴史講

和や弾き語り、落語会なども開催されている状況です。 

 また、井筒屋裏の広場では、笠間の菊まつり期間中の装飾や各種イベントも行われ、多

くの来場者でにぎわいを見せるなど、笠間稲荷門前通りを含めた周辺観光施設の核として

中心的な役割を担っております。例えば、台湾フェアを取り入れたイベントの「門フェス」

では、２日間で約5,000人の方に来場していただいている状況でございます。 

 なお、笠間稲荷神社から井筒屋前までのエリアにつきましては一定の整備がなされてい

ることから、新たに整備をする予定はございません。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。 

 小項目⑧に移ります。稲荷神社門前通りの整備についてお伺いいたします。 

 補助金のこととか、新しい店舗がどうして増えたのか、この辺は活性化しておりますが、

その要因についてお聞かせください。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 笠間稲荷神社門前通りの整備についての御質問ですが、
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まずハード面の整備といたしまして、平成28年度までに笠間稲荷門前通りについて、笠間

市の地場産材である稲田御影石を活用し、石畳敷による道路整備の実施をいたしました。 

 また、ソフト面の整備といたしましては、平成28年度から令和２年度までの５年間にわ

たり笠間市市街地活性化事業を実施し、事業全体では14店舗の店舗が出店され、うち13店

舗が笠間稲荷門前通り周辺としての出店となっております。この事業は、笠間稲荷神社、

岩間駅、友部駅、笠間駅、稲田駅の商業地域など指定された区域において、空き地または

空き店舗を活用したまちなかのにぎわいづくりに寄与する事業へ補助を行ったもので、活

用事例といたしましてはカフェなどの飲食店が最も多く、９店舗が該当しております。ま

た、いまだ空き店舗になっている物件もあり、今後どのように利活用させていくかが課題

となっているところでございます。 

 ただいま御説明させていただきました事業は令和２年度で終了はしておりますが、笠間

市内で創業される方に向けた支援は、要件等を一部見直し、地域を限定せず、門前通りだ

けじゃない地域でもできるよう、市内全域に出店する方に対して支援する笠間市創業支援

事業として引き続き実施をしているところでございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） では、小項目⑨今後の考え方についてお尋ねいたします。 

○議長（大関久義君） 都市建設部長関根主税君。 

○都市建設部長（関根主税君） 10番益子議員の御質問にお答えいたします。 

 今後の考え方についてとの御質問でございますが、市におきましては、先ほど産業経済

部長の答弁にもありましたように、笠間稲荷門前通りにつきましては、稲田御影石を舗装

材として活用した道路整備を平成28年度に完了しているところでございます。 

 その後、平成29年に笠間稲荷門前通り地区地区計画を都市計画決定いたしまして、地区

内の豊富な歴史的資源や笠間稲荷神社と調和した町並みの整備、保全の取組を推進してき

たところでございます。この地区計画の内容といたしましては、笠間稲荷門前通り地区に

おける建築物の用途、高さの制限のほか、沿道景観の統一性をもたらすシンボルカラー、

先ほど益子議員からも御紹介あったように、笠間朱色の積極的な使用を求めているところ

でございます。 

 これらの取組や、空き地、空き店舗等に関する取組、また今後計画しております井筒屋

裏から大石邸跡に至る区間の遊歩道整備など、笠間稲荷門前通り及びその周辺における歴

史的資源、地域と調和した景観環境の整備を今後も進めてまいりたいと考えております。

また、歴史ある門前通り地区及びその周辺の景観維持を図るため、景観形成に向けた新た

な支援制度の検討を進めるなど、地域の方々とも協力しながら景観環境の維持推進と商業

の活性化を図り、利便性と快適性に満ちた魅力ある都市空間の創造に推進してまいりたい

と考えております。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 
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○１０番（益子康子君） 井筒屋を中心に考えますと、東側は笠間城跡があり、つつじ公

園があり、日動美術館があり、大石内蔵助の像があります。その井筒屋から西を向きます

と、笠間朱色で彩られた門前通り。ところが、井筒屋から、西ではなく南北に走る大町通

りというのでしょうか、そこのところにも笠間朱色がつながれば、エリア一帯として笠間

朱色が広がると思いますので、その辺がどうにか広がるように要望いたします。また、大

町南北通りの店舗、ここも活性化につながるよう、今後補助ということも考えていただき

たいと要望いたしまして、小項目⑨を終了いたします。 

 小項目⑩、最後に、稲荷神社から笠間城跡、つつじ公園、つまり日動美術館などとの協

力も含め、一帯の連携した観光整備についての考えをお聞かせください。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 稲荷神社から笠間城跡、つつじ公園一帯の連携した観光

整備についてとの御質問でございますが、多くの観光客が笠間を訪れるつつじまつりや菊

まつりの時期だけではなく、笠間稲荷神社から稲荷門前通り、かさま歴史交流館井筒屋か

ら大石邸を抜けて、笠間日動美術館をめぐり、山麓公園やつつじ公園、笠間城址まで、そ

れぞれの施設が持つ歴史や成り立ちを感じながら、通年で楽しめるように、一帯の連携を

強化した回遊性を図ってまいりたいと考えております。 

 先ほど都市建設部長から答弁がございましたが、井筒屋の裏から大石邸跡に至る区間の

遊歩道の整備を計画しているところでございます。この整備によりまして、今後、門前通

りを含めた周辺地区の回遊性の強化及び利便性、快適性の向上がより一層図れるものと考

えております。門前通りと点在する芸術文化施設を線で結び、その線を面として整備する

ことで、さらなる観光誘客促進を目指してまいりたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。ますます一層にぎわいを創出できるよ

うによろしくお願いいたしまして、大項目２に移ります。 

 在宅障害者の地域生活支援について。 

 前回の第２回定例会で鈴木宏治議員が、障害者の現状、関連法、そして本市の取組につ

いて質問しておりました。今回、私は、在宅であり、そして学齢期を終えた知的障害者を

中心に質問してまいります。というのは、2022年、厚生労働省の調査において、自宅など

で暮らす在宅の知的障害者の数が推計で初めて100万人を超えたということが分かり、ま

たその６割以上が親との同居ということなどの理由です。 

 障害の有無に関係なく学齢期を終え、そして仕事に就くということは、ライフステージ

においてかなり大きな節目となります。まして、障害を持ち、どんな仕事があるのか、通

勤する手段は１人での通勤が可能かどうか、賃金はなど、不安も多いことです。仕事に就

くということは、社会的居場所があるということです。自尊心が生まれます。同居の家族

の安心につながり、またその間、家族は働くこともできます。 
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 もし、問題が起きたとき、相談したいことがあるとき、寄り添ってくれる機関はあるの

か。伴走型支援という言葉が聞かれます。深刻化する社会的孤立に対応するため、つなが

り続けることを目的とする支援です。知的障害者は、自分の気持ち、思いを言語化したり

表現したりするのが難しい人たちが多いのです。住み慣れた地域で自立した生活を継続す

るための施策など、聞いてまいります。 

 小項目①学齢期以降の障害者について。 

 特別支援学校に限定してしまいますが、卒業するに当たり、就職、進学もあるかと思い

ますが、特に知的に障害を持つ人の進路先、誰がどのように教えてくれるのか、どのよう

に決めるのか。友部特別支援学校の令和５年度の卒業生の人数、また進路先の状況をお伺

いいたします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 10番益子議員の御質問にお答えをいたします。 

 特別支援学校高等部においては、生徒の障害特性や個性に応じた教育支援が行われてお

りますが、市内の友部特別支援学校高等部では、主に知的障害を持つ生徒を対象として受

入れをしております。 

 学校では、早い段階から生徒の卒業後の就労や社会参加の準備を視野に入れた取組とし

て、生徒自身や保護者などを対象として、進路相談や福祉サービスなどの情報交換の場を

設けており、本市でも学校との連携と支援の一つとして、毎年、障害福祉担当職員が直接

その場に出向いて、個別に関係する各種福祉制度や地域の福祉サービス事業所の情報提供、

相談などを行っております。これらを通じて、保護者の方には卒業後の進路設計や障害特

性などに応じた学齢期以降の福祉サービスの利用などについて理解を深めていただき、卒

業後も住み慣れた地域での生活が継続できるよう支援をしているところでございます。 

 なお、友部特別支援学校高等部の令和５年度の卒業生は15名おりまして、そのうち一般

就労された方は３名、いわゆる福祉作業所など福祉的就労をされた方が12名となっており

ます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） 小項目②サービスの種類について。 

 福祉サービスには、三つの種類があります。居住系サービス、訪問系サービス、日中活

動系サービス。それぞれの事業内容を簡単に、あと市内の事業者数についても併せて説明

をお願いいたします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 障害者の地域生活を支援するための障害福祉サービスに

は大きく分けまして、益子議員おっしゃったように、居住系、訪問系、日中活動系の三つ

のサービスがございます。 

 まず、一つ目の居住系のサービスにつきましては、在宅で障害者を介護する人が病気な



- 199 - 

 

どの理由によりまして一時的に介護ができなくなった際に、その間施設に入所することで、

御本人の生活を支援する短期入所や障害者が共同で生活を営む共同生活援助、いわゆるグ

ループホーム、また施設に入所することなどで必要な日常生活の支援をする施設入所支援

がございます。 

 二つ目の訪問系のサービスは、在宅障害者が自宅で生活をする上で、本人や支援者が必

要とする入浴や食事などの支援をする居宅介護や、知的障害や精神障害のある方の外出時

における危険回避のための移動支援を行う行動援護などがございます。 

 三つ目の日中活動系のサービスは、常に介護が必要な方が事業所で日中を過ごし、創作

的活動を行う生活介護や福祉的な就労の場となる就労継続支援Ｂ型、一般就労を目指すた

めの支援として就労移行支援、就労継続支援Ａ型がございます。 

 なお、市内の各事業所の数については、令和６年８月末現在において、居住系は15事業

所、訪問系は７事業所、日中活動系は29事業所でございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。 

 在宅である知的障害者は日中活動系を利用していることが多いようですが、全体の人数

と働き方により、今おっしゃった就労支援のＡ型、Ｂ型、あと生活介護があると思います

が、その人数と事業内容について教えてください。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 令和５年度末時点において、日中活動系のサービスを利

用している方は377人おりまして、サービス別の内訳を申し上げますと、就労継続支援Ｂ

型が189人、約50％となっております。それ以外に、生活介護が108人、就労継続支援Ａ型

が57人と続いております。 

 また、各サービスの具体的な事業内容でございますが、まず生活介護は、常時支援を必

要とする比較的重度の障害をお持ちの方が社会参加の機会として事業所に通所し、入浴や

排せつ、食事等の介護の支援やレクリエーション、折り紙や絵画などの創作的活動など、

日中活動の場を提供するサービスとなっております。 

 次に、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型については、いずれも障害の状態や特性に

よって一般企業での就労が困難な方を対象とした福祉就労のサービスとなっております。

就労継続支援Ａ型は、一般企業での就労に課題はあるものの、事業所との雇用契約に基づ

いて就労し、給与が支払われるというものでございます。また、就労継続支援Ｂ型は、雇

用契約は結ばずに、障害や体調に合わせて自分のペースで利用でき、その作業量に応じて

工賃が支払われるといった福祉サービスでございます。 

 これらの福祉的就労サービスを提供している事業所においては、それぞれの障害の特性

や日々の仕事や作業の状況を踏まえまして、将来の希望などについて本人に十分聞き取り

を行いまして、職務に必要となる技術の向上のための訓練を実施しながら、一般就労等を
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含めた次のステップにつなげるような支援も行っているところでございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。 

 小項目③在宅障害者の保護者が世話できなくなったときの支援について。 

 笠間市の世帯状況においては、障害者全体の同居家族、配偶者というのが42.8％、父母、

祖父母、兄弟が25.4％。これに対し知的障害者となると、同居は父母、祖父母、兄弟、こ

れが72.9％と高い比率です。笠間市の障害者全体の介助の必要、介助者がいる、これは全

体の27.3％ですが、知的障害者では52.1％と、やはり高い比率です。 

 ですので、保護者が世話できなくなったときどういう対策があるのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 障害者の御家族などが急な病気やけがなどによって障害

者御本人が在宅での生活を継続することが困難になった場合の支援については、障害福祉

サービスとしましては、緊急一時的に施設に入所する短期入所や、それが長期間に及ぶよ

うな場合にはグループホームや施設に入所する支援がございます。 

 緊急時の対応についての相談は、計画相談事業所や御家族などから年間３件程度ござい

ますが、その際には市の職員が直接御自宅に訪問しまして、本人や御家族の状況や希望を

確認した上で、関係機関と連携しながら受入先を調整し、対応をしております。 

 また、こうした緊急時の対応を迅速に進めるに当たりましては、対象者御本人の障害の

特性や日頃の生活状況などについて、受入先となる施設などと事前の情報共有が効果的で

あることから、障害者の御家族など支援者の方に対しましても、将来を見据えた短期入所

などの計画的利用、これは施設等になじむといった、事前になじむといったことも含めま

して、事前の準備をしておくことの大切さについて周知の強化も図っているところでござ

います。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） 小項目④、相談支援体制、笠間市の全体的な体制について簡単

にお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 障害者からの相談支援体制につきましては、市の窓口と

して、社会福祉課や基幹相談支援センター、それから各支所の保健福祉課などはもとより、

社会福祉協議会や地域の身近な相談役となる民生委員、さらには市内の障害者相談支援事

業所においても相談対応するとともに、これらの複数の機関や事業者と情報の共有を図り

ながら、幅広い相談支援窓口の体制を整えております。 

 最近では相談内容も障害に係るものばかりでもなくて、子どもや高齢者、生活困窮など

複数の課題を抱える世帯に関する事案も少なくないことから、包括支援センターやこども
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部など、包括的な相談支援体制を構築しております。 

 また、体調面での問題や困り事の自覚がないなど、直接相談に来ることができない方に

つきましては、基幹相談支援センターの職員が直接自宅に訪問しながら、生活状況の確認、

本人や家族から聞き取りをして課題を整理した上で、必要な検討を行い、課題解決の支援

につなげているところでございます。 

 これらを背景に、最近の傾向として、相談の対応件数及び困難事例の増加が見られる状

況にございまして、このため今年度から精神保健に課題を抱える方など長期にわたって関

わる相談内容について、市内の民間の事業所に相談支援の一部を委託し連携することで、

より一層の相談支援体制の強化を図っているといったところでございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） では、小項目⑤、相談支援体制の核となるようなところだと思

いますが、笠間市基幹相談支援センター、ここの設置目的と背景、現在の運営状況につい

てお聞かせください。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 基幹相談支援センターにつきましては、障害者総合支援

法に規定される地域における障害者支援の中核的な役割を担うものとして、市町村任意に

より設置できるものとされており、その主な業務については、障害の種類を問わず、総合

的、専門的な相談支援の実施や成年後見制度利用支援事業を活用した権利擁護に関する支

援、また地域の相談支援従事者に対する助言などについて総合的に実施をするものでござ

います。 

 本市におきましては、平成24年４月に市内の相談支援事業所に業務を委託する形で基幹

相談支援センターを設置し、業務を行ってまいりましたが、複合化、複雑化する支援ニー

ズにも対応できる相談支援体制を実施するため、福祉医療、保健、教育といった分野を超

えた関係部署の連携の下、包括的な支援体制を構築することとして、こども育成支援セン

ター内において令和２年12月から市直営による運営を開始したところでございます。 

 現在、相談、援助に関する国家資格である社会福祉士の資格を持つ市の職員２名による

体制で業務を実施しているところでございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。いろいろなところと協力しながらやっ

ているということで安心しております。 

 では、小項目⑥に移ります。特定相談支援事業所、これもやはり相談支援体制の中の重

要な役割だと思います。具体的にどのような支援を行っているのか、事業者数についても

お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 指定特定相談支援事業所につきましては、現在市内に10



- 202 - 

 

か所ございまして、障害を抱える方やその家族が地域で自立した生活が営めるように、必

要な福祉サービスが利用できるように、障害者支援の知識と経験に加え、県の研修会を受

講し資格を取得した相談支援専門員が本人や御家族の意向を聞いて、その暮らしぶりを一

緒に考えながらサービス利用計画を作成し、関連するサービス事業所と連携しながら必要

とする支援につなげることが主な役割となっております。 

 支援開始後においても、作成したサービス利用計画に沿ってサービス事業所の職員がど

のように関わったのか、本人のニーズに対する充足度や満足度など支援内容の詳細につい

て、定期的な訪問により、本人や御家族、関わった職員からモニタリングを行いまして、

必要に応じた利用計画の見直しなども行っております。また、市の役割としては、提出さ

れたサービス利用計画を基に、サービスの種類や１日当たりの支援時間、日数などを決定

することで、迅速な支援開始につなげております。 

 これらの市内の相談支援事業所は、市の障害者地域自立支援協議会の構成メンバーにも

位置づけておりまして、相談支援体制の連携、強化などを図る目的で、定期的に意見交換

や情報共有を行っているところでございます。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） 確かに、この事業所は、個人個人の利用計画を作成、またモニ

タリングなどの支援をしています。家庭の様子も熟知していますので、問題解決にはつな

がっている事業所だと思いました。 

 しかし、もしその事業所とうまくいかなくなったとき、ほかにも寄り添ってくれる相談

支援機関はあるのか。学齢期においては、やはりスクールソーシャルワーカーとかスクー

ルカウンセラーとか保健室の先生とか児童相談員、市の職員、とても充実しております。

保護者への支援も、アンガーマネジメントとかペアレントトレーニングとか支援が多岐に

わたっておりますが、やはり障害者の、そこでうまくいかなかったとき、第二義的なもの、

相談施設についてはどのようになっているのか。それは、相談支援専門員の配置は十分と

か言えない状況とも書かれています。 

 というのは、障害者基本法の理念の下で、笠間市で実現に向け取り組むために、笠間市

第４期障害者計画、第７期障害福祉計画、第３期障害児福祉計画、成年後見制度利用促進

基本計画、これが策定され、現状がとても細かく調査されておりまして、課題も明記され

ております。その中に、やはり相談する利用者は増加する中、相談支援専門員の不足、そ

れで相談員の負担増加、これが予想される。そして、相談支援体制の充実を図っていく必

要があると書かれておりますので、相談できる場所の周知、その辺のところも徹底してい

ただきたいと思いまして、小項目⑦に移ります。 

 相談員とか指導員への研修、この勉強会、そういったものはあるのでしょうか。それぞ

れについてお願いします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 
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○保健福祉部長（堀内信彦君） 障害者の支援に関わる地域の事業所においては、様々な

立場の職員の方がおりまして、それぞれが制度改正への対応や自身の研さん、スキル向上

等を目的に、必要な研修会等の機会を活用しております。一例を申し上げますと、生活介

護など日中活動系事業所の職員を対象とした研修につきましては、障害者総合支援法にお

いて事業所単位での研修の実施が義務づけられていることから、各事業所においてリスク

マネジメント、アンガーマネジメントなどの研修について、年間を通じて行われておりま

す。 

 また、相談員の資格に関する研修については、県が主催で毎年実施をしており、相談支

援専門員になるために必要となる初任者研修や、資格の更新のための現任研修、さらに地

域の相談支援事業所の指導的役割を担うための研修として、主任相談支援専門員研修など

がございます。また、さらに本市では独自に相談支援専門員の研修を実施しておりまして、

その中で、介護保険事業所のケアマネジャーなどと他の職種の方と意見交換や障害福祉サ

ービスの支援方法について共有を図っております。 

 今後も障害者自立支援協議会などの協議の場を活用しまして、現状の課題、検討課題に

ついて御意見をいただきながら、その解決に向けた研修等を実施することなどによって、

関係者の研修内容の充実や笠間市全体の障害者の相談支援体制の充実、強化を図ってまい

りたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 益子康子君。 

○１０番（益子康子君） ありがとうございます。指導員はやはり事業所単位ですので、

事業所で決めるのかと思いましたら、やはり独自に笠間市でやっているというので、幾ら

か安心はしております。 

 2024年３月、毎日放送テレビで、福岡県のＡＴＵホールディングスという警備保障会社

が取り上げられておりました。従業員の４割、障害者です。障害者雇用優良事業所として

知事表彰も受けております。知的障害者の程度の差はかなり大きいので、指導する人の力

量が大きく関わっております。それには、指導者の研修が大切です。特徴を知ること、障

害者の能力が発揮できるようにするには、その指導者がとても大切です。指導者はとても

重要な仕事だと考えております。それには、笠間市単位で、やはり忙しい事業者だと思い

ますが、市単位で指導員の研修を執り行ってくれるととてもありがたいと思いまして、希

望いたします。 

 また、今年８月の茨城新聞に、笠間市在住の菊池千秋先生の記事が出ておりました。菊

池さんはこう言っております。障害者は、自己肯定感の低い人が多い。それは、何をやっ

ても駄目だと否定され続けてきたことが原因。これまでいつも誰かにやってもらうだけだ

ったが、作業を通して、つまり仕事に就くということを通して、人の役に立つ側になれた

とうれしそうに語っていたのが記憶に残っているというような記事でした。つまり、仕事

に就くということは、社会に認められているということ、居場所があるということに結び
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つきます。 

 住み慣れた地域で自立した生活を継続していくこと、障害者と健常者がお互いを理解す

れば共生できる社会になります。そういう社会になりますようよろしくお願い申しまして、

私の一般質問を終了いたします。 

○議長（大関久義君） 10番益子康子君の一般質問を終わります。 

 ここで15時15分まで休憩いたします。 

午後３時０５分休憩 

                                         

午後３時１５分再開 

○議長（大関久義君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 14番石井 栄君の発言を許可いたします。 

 石井 栄君。 

〔14番 石井 栄君登壇〕 

○１４番（石井 栄君） 14番、日本共産党の石井 栄です。議長の許可を受けまして一

問一答方式で質問をいたします。 

 まず初めに、議長にパネルの掲示の許可を受けたいのですけれども、よろしいですか。 

○議長（大関久義君） 許可いたします。 

○１４番（石井 栄君） ありがとうございます。 

 それでは初めに、大項目１、介護保険制度による市民福祉が適切に実施できるために、

に入ります。 

 介護保険制度の理念目標は、住み慣れた地域でいつまでも元気に、住み慣れた地域で安

心して暮らし続けるとうたっております。笠間市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第

９期）によりますと、笠間市の人口は減少傾向を示していますが、高齢者人口はほぼ横ば

いで推移し、高齢化率、すなわち総人口に対する65歳以上の人口割合は、2023年に33％、

2030年34.9％、2040年には37.6％に増加する見込みです。介護保険制度がその理念、目標

に沿って適切に運用されていくことが、今後ますます必要になっています。この保険制度

による市民福祉がどのように展開されて市民福祉につながるのか、人口の構成の変化、状

態の変化に対応してどのような対応が必要なのか、主に訪問介護に関して明らかにしたい

と考えます。 

 大項目１、介護保険制度による市民福祉が適切に実施できるために。 

 まず、小項目①について、総合事業の内容と対象者、訪問介護相当サービスの内容につ

いてお伺いいたします。お願いします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 14番石井議員の御質問にお答えをいたします。 

 総合事業と訪問介護相当サービスについてお答えをいたします。 
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 まず、総合事業は、介護保険制度における地域支援事業の一つでございまして、高齢者

が自立した日常生活を継続できるよう、自治体の状況に応じ実施できる比較的自由度の高

い事業とされており、その担い手として地域住民や医療介護の専門職を含めた多様な主体

を活用し、地域の高齢者に対し効果的かつ効率的な支援を行うことを目的としております。 

 このサービスを利用できる対象者は、要支援認定を受けた方、それから基本チェックリ

ストで事業対象者等を認定された方としておりまして、訪問型サービスや通所型サービス

を提供する事業と、65歳以上の全ての方を対象とした介護予防を目的とした事業で構成を

されております。本市の訪問型サービスでは、有償ボランティアによる生活援助を中心と

する基準緩和型サービスと、専門職による身体介護を含む訪問介護相当サービスを提供し

ておりまして、その中で訪問介護相当サービスでは、訪問介護事業所として指定を受けて

いる事業所の訪問介護員が自宅を訪問し、入浴などの身体介護や食事の準備、清掃等の生

活援助を行っております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 大事な事業だと改めて思いました。総合事業の内容としての訪

問介護相当サービスについて概要をお伺いをいたしました。ありがとうございました。 

 次に、小項目②、要介護認定者とその数、訪問介護利用者数ですが、まず要介護認定者

についてと、2022年６月における介護度別の要介護認定者数の内訳、介護度別の訪問介護

利用者数の内訳とその合計をお伺いします。お願いします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 介護認定者とその数、訪問介護利用者数についてでござ

います。 

 初めに、要介護認定は、加齢に伴う心身の変化や疾病により自立した日常生活を送るこ

とが困難となった65歳以上の高齢者、または40歳以上の特定疾病を有する方が、状態に応

じ必要な介護保険サービスを受けることができるよう、市が認定するものでございます。

認定区分は、日常生活上の基本的動作はほぼ自立はしているものの部分的な介助や、現状

を維持し悪化を防止するための支援を必要とする状態である要支援認定者と、日常生活上

の基本的動作について自分で行うことが困難であり何らかの介護を必要とする状態である

要介護認定者に分類され、要介護認定では介護の必要度により要介護１から要介護５まで

の５段階に分類をされております。 

 次に、2022年６月末現在の要介護認定者数を、要介護度別に申し上げます。要介護１が

822人、要介護２が778人、要介護３が687人、要介護４が537人、要介護５が366人で、合

計3,190人でございます。 

 また、2022年６月現在の訪問介護利用者数につきましては、要介護１が144人、要介護

２が104人、要介護３が69人、要介護４が45人、要介護５が23人で、合計385人でございま

す。 
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○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 次に、小項目②に関して、次には要介護度認定者、それから訪

問介護利用者数の合計数に関して、2023年６月、2024年６月の数値をお伺いいたします。

お願いします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 御質問の内容につきまして、要介護認定者数につきまし

ては、毎年６月末現在で申し上げます、2023年は3,225人、2024年は3,272人でございます。 

 また、訪問介護利用者数につきましては、同じく６月の実績から、2023年は395人、

2024年は406人となっております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） ありがとうございました。 

 それでは、2025年、2030年、2040年の要介護認定者数の推計値、訪問介護利用者数の推

計値をお伺いします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 要介護認定者数、訪問介護利用者数につきまして、第９

期介護保険計画における月平均推計値で申し上げますと、要介護認定者数につきましては、

2025年は3,372人、2030年は3,601人、2040年は3,886人を見込んでおります。 

 訪問介護利用者数につきましては、2025年が420人、2030年が442人、2040年は487人を

見込んでいるところでございます。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） それでは、ただいま御答弁いただきました推計値では、2025年、

2030年、2040年の推計値では、2022年から2024年の実績値と比較しますと、訪問介護利用

者数の利用率は約12％で、ほぼ同じとなっております。同時に、要介護認定者数は増加を

し、訪問介護を利用する人も多くなると予想されております。訪問介護を利用する人が多

くなれば、居宅を訪問し介護を行うヘルパーの数は多くの人数が必要となると思います。 

 パネルを紹介します。このパネルは今、答弁があったものを要約してまとめたものであ

りますけれども、2022年が要介護認定者数が3,190人で、利用者数の実績、これ月平均に

なると思います。それから、2023年、2024年と訪問介護の利用率は12％でほぼ同じなんで

すけれども、訪問介護利用者数は増加をしておりまして、来年2025年、それから2030年、

2040年にかけて要介護認定者数は増加をしておりまして、訪問介護利用者数の推計も2040

年には487人という数字が推計値として出されております。いずれも訪問介護利用者数は、

今後の来年以降は12.5％から12.3％と推計されております。こういうことでありまして、

これから訪問介護を行うヘルパーの数は、多くのヘルパーの数が必要となるのではないか

と、このように考えます。 

 訪問介護事業所の数とヘルパーの数についてに移ります。 
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 小項目③です。2022年から2024年の４月時点の市内にある訪問介護事業者数と訪問介護

に従事するヘルパーの人数をお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 訪問介護事業者数、それからヘルパー数についてお答え

をいたします。 

 まず、市内の訪問介護事業者の数、各年４月現在で申し上げますと、2022年は14事業所、

2023年も同じく14事業所、2024年は15事業所が運営を行っておりまして、今年度は昨年度

より１事業所増加している状況でございます。 

 次に、市内の訪問介護事業所において訪問介護に従事する訪問介護職員の人数を、やは

り各年４月現在で申し上げますと、2022年は152人、2023年は144人、2024年は160人で、

昨年度より16人増加している状況でございます。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 今年は事業者が15事業所になりましたけれども、１事業所当た

りの平均では、ヘルパーの人数で言いますと平均約10人ということになります。この15事

業所の規模をヘルパーの人数区分でお示しいただきますと、どのような分布になるでしょ

うか、お伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 2024年４月現在の訪問介護事業者ごとの訪問介護従事者

数でございますけれども、９人以下の事業所が９事業所、10人以上19人以下が５事業所、

20人以上29人以下がゼロ、30人以上が１事業所となってございます。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） それに関しまして、ヘルパーの人数が９人以下の事業所が９か

所、10人から19人が５か所、それから30人以上が１か所ということになりますと、10人未

満の小規模事業所、零細事業所というのが60％ということになってまいります。 

 昨年、14事業所144人のヘルパーが、今年、15事業所160人のヘルパーになりました。昨

年は、市内の居宅での訪問介護の需要に応えることができたのでしょうか。今年は少し増

えましたが、これで十分なのでしょうか。不足していたのではないかとも思いますが、実

際はいかがでしょうか。実情をお伺いいたします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） まず、小規模の事業所、９人以下の事業所の数も、ここ

３年間の変化を見ておりますが、事業所の数に小規模のところについても大きな変動はな

いというところがございます。 

 また、需要に応えられているのかというところで言いますと、訪問介護などの在宅サー

ビスにつきましては、利用者の生活状態やニーズに応じて必要なサービスの提供を計画す

るケアプランに基づいて利用者が自立した生活を送れるように支援をしておりますが、在
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宅サービスのケアプランを作成する市内居宅介護支援事業所の、いわゆるケアマネジャー

に対する聞き取りからは、現在のところ、事業所の受入れができず希望者が利用できない

状況は見られず、また市民の方からもそうした相談、御意見は受けておりません。サービ

ス提供体制は充足していると認識しております。 

 また、事業所の運営は、人員配置等によるサービスの提供体制の確保と、サービスの提

供で得られる報酬等のバランスによって安定的な運営が図られるものでございますので、

需要に合わせたサービス提供体制の維持確保が重要であると考えておりまして、市として

は、今後とも将来的なサービス料の推計などについて計画の中でしっかりと示してまいり

たいと考えております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） それでは、小項目④訪問介護報酬の減額とその影響についてで

す。 

 今年、2024年４月から厚生労働省の方針で、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。

これは前回、３月の議会で取り上げたものですけれども、１回の介護報酬は29円減額にな

っているわけですね。各訪問介護事業所の運営が厳しくなったと推測されています。 

 現時点では、昨年に比べて事業者数、ヘルパー、いずれも増加していますが、これにつ

いてはどのように受け止めているのか、お願いします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 訪問介護の基本報酬につきましては、令和６年４月の国

の介護保険報酬改定によって、４月サービス提供分から約２％引き下げられたところでご

ざいます。 

 本市の訪問介護サービスの６月実績を見ますと、利用者数のほか、給付費と１人当たり

給付費がともに増加をしておりまして、昨年と本年の同月の実績を比較いたしますと、給

付費が約200万円、1人当たり給付費が約3,500円増加していることから、現在、報酬の減

額による事業所への影響は見られておりません。また、４月から質の高いサービスの提供

に対する取組を評価する特定事業所加算を新たに取得したことにより、報酬が増額となっ

ている訪問介護事業所もございます。 

 市では、これまでも事業所における特定事業所加算をはじめとした各種加算の取得に向

け、制度の周知や助言、指導などに努めてきたところでございますが、今後も事業所の報

酬増額につながる支援を推進してまいります。 

 なお、今年度新たに事業所が開設されたことは、今後の訪問介護サービス利用者の増加

を見据えたものであると捉えておりまして、サービス提供体制の確保に大きな役割を果た

すものと捉えております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 現在の笠間市の状態では差し迫った問題には直面していないと
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いうようなお話かというふうに思いますけれども、今後、先ほどお示しした数値などによ

りまして、訪問介護に対する需要がさらに増加すると推計されています。現在、15事業所、

訪問介護に携わる方々が160人との答弁でした。状況から見ると、訪問介護事業所、ヘル

パーの人数をさらに増やす必要があるのではないかと考えます、今後にわたってですね。 

 この件について、どのように現時点で判断をされているでしょうか。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 先ほども少し触れましたが、これまでのケアマネジャー

などからの聞き取り、訪問サービスの提供体制の不足に伴う必要なサービスが提供できて

いないなどの相談もなく、サービス需要と供給体制のバランスは取れているものと認識を

しております。 

 また、新たな事業所の開設、これを踏まえて今後、要介護認定者の増加等によって訪問

介護サービスの需要が高まることが予測されることから、人員確保等の受皿強化について

も需要と供給のバランスを注視しつつ、介護保険事業所との連携を図って必要量の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） それでは次に、小項目⑤今後の対応に移ります。 

 まず、地域包括ケアシステムにおいて、訪問介護はどのような役割を果たすのか、お伺

いいたします。お願いします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 市ではこれまで、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮

らせるよう、医療、介護、介護予防、生活支援などが一体的に提供される体制である地域

包括ケアシステムの構築を進めてまいりました。この中で、介護保険におけるサービスの

提供体制については、介護健診ネットワークなど笠間市独自の取組も、仕組みを取り入れ

ながら体制強化を図ってきたところでございまして、訪問介護を含めた在宅介護サービス

の提供等について、現状においては十分な体制が確保されていると認識をしております。 

 また、今年３月に策定した第９期介護保険事業計画においては、2040年に向けた要介護

認定者の増加に伴う介護サービスの需要の増加を見込んでおりまして、訪問介護のみなら

ず、全ての介護サービスの安定的供給体制を確保していくことが、御本人の生活の質の向

上と御家族の介護負担を軽減する上でも大変重要であり、今後もさらに地域包括ケアシス

テムを深める取組を推進してまいりたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） ただいまお話を伺いました、地域包括ケアシステムにおいて訪

問介護は重要な役割を果たしており、これからもその役割は変わらないと。 

 そのために、今後需要が増えると思われる必要なヘルパーをどの程度増やしたほうがい

いのか、必要なのか、現時点でもう一度、どのように考えているか、見解をお伺いいたし
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ます。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 市では９期の計画において、これから先のサービスの総

量の増加を見込んでおります。在宅の支援、ヘルパーの事業所を増員する、ヘルパーを増

やしていくという取組も含めて、幅広い介護保険のサービスの提供体制を強化していくと

いうことが重要であると考えております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） それでは、小項目⑤の関連について。 

 現在、介護の仕事に携わる方々の労働条件、賃金は、他業種の平均より月収で平均９万

7,000円ほど低いと言われている、こういう報道もございます。現在、訪問介護事業所で

はヘルパーを確保することがとても難しいということも全国的には言われておりまして、

現在、介護職員の採用自体が難しい状況であると、多くのところからそういう声を聞きま

す。 

 国会では６月５日、衆議院厚生労働委員会で、４月実施の介護報酬改定で訪問介護の基

本報酬が引き下げられた介護報酬の改定の影響について、訪問介護をはじめとする介護事

業者等の意見も聞きながら、速やかにかつ十分に検証を行い、介護障害福祉従事者の賃金

をはじめとする処遇の改善に資するための施策の在り方について検討を加え、必要がある

と認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきであるとの動議が提出され、

全会一致で決議が採択されました。 

 訪問介護を維持、向上させるためには、国により引き下げられた訪問介護の基本報酬を、

少なくとも元に戻していくことが必要であると思います。国の責任で行わなければならな

いことと考えます。そのためにも、市は市内事業者の実情を調査し、実態を把握し、どの

ような措置が必要であるか、国に実情を知らせることが必要になったのではないでしょう

か。 

 これについては、３月の議会で私石井が質問をし、６月の議会では石松議員も質問、提

言を行いました。調査を行ったものと思いますが、もう一度、実情はどのようなものでし

たか。また、国が引き下げた訪問介護の基本報酬を少なくとも元に戻すよう要請すること

が必要ではないでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） まず、調査については、さきの質問でお答えしたとおり、

継続的に調査をやっていた中での内容について答弁をさせていただいております。 

 また、介護報酬は、国において３年ごとに様々な指標や統計資料等を基に、各サービス

が置かれている状況を反映する形で見直しが行われていることから、額の改定等に関しま

しては、その影響等について、先ほど来答弁しております調査継続を、断続的に調査を把

握、分析していくことが、市が取り組むべき役割であると考えております。 
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 また、国においては、今年10月に介護従事者の処遇の状況や処遇改善加算の影響等の評

価を行うとともに、今後の介護報酬改定のための基礎資料とするため、介護サービス施設

事業所を対象とした介護事業実態調査を実施する予定でございますので、そちらの結果に

も注視をしてまいりたいと考えてございます。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） ありがとうございました。私は、市が介護報酬の減額の影響は

なかなかすぐには出ないところもありますので、今後も調査を深めて、そしてその調査に

よって必要な対応を適切に行っていただくよう求めたいというふうに思います。 

 それで、介護保険制度の改定は３年ごとですので、問題が大きくなってきたとしても、

制度上改定することになるとしますと、３年後の改定ということになってしまいます。３

年間変更がないとすれば、その間の変化に対応ができなくなってしまいます。国の３年ご

との変更とは別に、変化が、影響が明らかになったときに、市が行うことができる支援と

いうのはどのような支援が可能なのでしょうか。お伺いをいたします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 今後の市の対応ということだと思うんですけれども、報

酬改定による影響があってもなくても、市としては将来を見据えた支援というのは継続的

に行っていかなければならないと、まずそれが大前提であると考えております。将来を見

据えた介護人材の確保は、特に介護業界全体において大変重要でございまして、市では全

てのサービス事業所に対して、生産性の向上、それから安定的なサービス料の確保を目的

に、事業所に対する各種加算の取得に関する相談、助言、指導、それから安定的な運営の

指導とともに、業務の効率化や職員の負担軽減を目的とした介護ロボット、ＩＣＴの導入

支援を行ってまいります。 

 また、今年度から外国人の介護人材を受け入れる事業所に対する費用助成なども着手し

ておりまして、多方面からの支援を行ってまいりたいと考えてございます。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） しかし、笠間市では、現時点では大きな問題は噴出していない

というお答えでしたけれども、状況を見ますと深刻な事態が全国的には進んでいるという

報道がございます。 

 東京商工リサーチが９月９日公表した今年１月から８月までの介護事業者の倒産件数が

114件、前年同期の1.44倍に激増。コロナ禍の影響を受けた2020年同期に85件でしたけれ

ども、今年はそれを大幅に上回るペースで増加。年間最多であった2020年143件を大幅に

更新する見込みとしております。これは、2000年に介護保険が創設されていた最多の記録

となっています。 

 事業種類別では、今年４月の介護報酬改定で政府が基本報酬を２％から３％引き下げた

訪問介護が55件、前年同期25％増と最多。倒産した114件の９割が個人企業を含む資本金
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1,000万円未満、また従業員10人未満が８割、80.7％を占め、その大半が小規模事業所、

零細事業者であります。先ほどの質疑の中でも、市内15事業所の中で、10人未満の事業所

が６割あることが分かりました。 

 これ全国的な傾向から言いますと、こういう小規模事業者の経営は、これからどういう

ふうになっていくか注視をしなければならないと考えます。介護保険制度を活用して、市

として実効性ある事業継続の支援はできるものなのか、できないものなのか、お伺いをい

たします。 

○議長（大関久義君） 保健福祉部長堀内信彦君。 

○保健福祉部長（堀内信彦君） 先ほど答弁でも少し触れましたが、事業所における特定

事業所加算というのがございます。これは、事業所が質の高い介護サービス、これは訪問

事業でございますけれども、それを提供することで加算を得られると。これは、事業所に

とってもプラスになりますし、そのサービスを受ける市民の方にとっても質の高いサービ

スを受けられるということで、双方にメリットがあることでございます。 

 この辺の加算の取り入れの仕組みを取り入れるよう、市としてもバックアップをしてい

くということに加えて、やはり介護の事業所の職員の働きやすさというものも市として支

援をしていくことが必要で、茨城県が７月から訪問系サービス事業者、従事者を対象とし

たカスタマーハラスメントなどの相談窓口を設置して、必要に応じた弁護士や市町村の地

域や会議につなげる仕組みなどにも取り組んでおりまして、市としても県と連携して事業

所職員が働きやすい環境づくり、これも併せて支援をしてまいりたいと考えてございます。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） いろいろな支援を考えているということですけれども、この影

響が、基本報酬減の影響が出るには、事業所によって時間的な経過の差があるというふう

にも言われております。この介護事業所が、仮に継続が難しくなったり、万が一倒産する

ようなことがあったりすると、包括ケアシステムの中で重要な役割を果たしている訪問看

護などが重要な影響を得て、市民に大きな影響が出てくるようになります。 

 介護保険制度の中ではなかなか難しいと思うんですけれども、介護保険制度の枠内にと

どまらず、市内にある介護事業所の継続を通じて、市民の介護保険事業をこれから衰退さ

せることがないように、途絶えさせないように、市民福祉を継続、発展させるような事業

所の支援制度が考えられるのではないかなというふうに思います。 

 次の介護保険制度の改正は、３年後の2027年です。国の改正を待っていては間に合わな

くなる可能性がありますので、このようなこともお考えいただいて、現在は順調に進んで

いると思われるところも今後心配なことがありますので、市として事業所の運営状況を正

確にさらに把握していただいて、当面の対策として、事業所の運営継続に資する小規模事

業所支援制度の創設などを早期に検討していただくことが重要なのかなというふうに思っ

ておりますので、その辺については今後継続して検討をいただきたいと思いまして、大項
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目１は終わりにいたしまして、大項目２に移ります。 

 大項目２、農業振興とオーガニック給食への確実な前進のために、に移ります。 

 農業の担い手の人は以前から継続的に減少しており、ある資料によりますと、2000年に

は240万人いた農業の担い手が2020年には136万人に激減し、2050年には30万人までに減る

という予測もございます。10年以内に多くの農村が崩壊しかねない現状であるとの指摘も

あると言われております。 

 日本の食料自給率がカロリーベースで約37％であるということは、いざというときには

大ざっぱに言って国民の６割が餓死してしまう計算だと、東大の鈴木則宏教授は著書に記

しています。直面する日本の農業の課題は深刻であります。 

 そして、小項目①農業の現状と新規就農者。 

 笠間市の近年の農業の担い手が減少していると聞いておりますけれども、市内の全体の

農家数の推移と新規就農者数の推移はどのようになっているか、お伺いをいたします。お

願いします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 14番石井議員の質問にお答えします。 

 農業の現状と新規就農者についてでございますが、農業センサスによりますと、市内の

農家数は、2015年は3,859戸、2020年につきましては3,276戸と、５年間で583戸の減とな

っております。 

 また、新規就農者につきましては、茨城県の就農青少年等調査によりますと、本市では、

平成30年度以降、毎年おおむね15名前後の方が新規に就農されており、令和４年度におき

ましては雇用就農者の増加により、新規就農者が35名となっております。 

 農業の現状ということなので続けさせていただきますと、市内の農家数は減少傾向にご

ざいますが、一方、農林水産省が公表しております市町村別農業産出額の推計を見ますと、

令和元年度、笠間市においては88億5,000万円と比べ、令和４年調査においては91億9,000

万円と、３年間で３億4,000万円増加しているような状況でございます。本市といたしま

しても、今後も新規就農者など若い世代の方々が農業経営で生活できるように育成支援す

るとともに、農地の集積集約化による作業の効率化や農業経営をしやすい農地の確保を努

め、新たな農業者に引き継ぎやすくすることで農業の維持発展を図ってまいりたいと考え

ております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 農家数だけではどれだけの人が農業に従事しているのかよく分

かりませんので、農業従事者についてもお知らせください。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 農業従事者数につきましてですが、農業センサスによる

と、本市の農業従事者数は、2015年が2,930名、2020年は2,421名でした。 
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 なお、この農業従事者数につきましては、毎回センサスの調査の項目の内容が変わるた

め、単純な比較はできないものと考えております。内容としましては、2015年のセンサス

のときには農業就業人口のうち、ふだん仕事として自営農業に従事した世帯の世帯員数、

いわゆる専業農家の世帯の方全員の数、その後の2020年ですと農業経営体数に対して農業

に60日以上従事した世帯の数ということで、毎回計算の方式が変わっておりますので、一

概に比較できるものではないというふうに考えております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 農業センサスのデータがその都度基準が違うということと、５

年ごとだということで、新規就農者とするとマッチしないだけではなくて基準が違うとい

うことで、なかなか正確な把握というのは難しいところがあるなというふうに感じたとこ

ろです。 

 しかし、５年間に農業従事者数は509人減少しておりまして、１年当たりの平均にしま

すと102人の減少となるわけですね。新規就農者の人数というのは、調査したところによ

りますと、2018年から2022年までの年間で、５年間で96人という数字になっているという

ふうに思います。農業従事者数の減少数は505人、そして時期が少しずれているデータで

すので正確な比較にはなりませんが、減少分を補うことができた人数というのは、数字上

で言いますと96人ですので、これを基に言いますと５年間の補充率は18.9％だということ

になりますが、先ほど言ったように正確な数字ではありませんけれども、減少した人数を

新規就農者が補い切れていないというのは現実の姿なのかなというふうに思います。この

ままでは、農業従事者数のかなりの減少になると推測されます。 

 小項目①に関してですが、新規就農者の内訳を形態別に、令和２年、令和３年、令和４

年についてお伺いをいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） まず、先ほどの御質問の答弁の中で、農業従事者の減に

対して新規就農者が充足してないんじゃないかというお話につきましては、これも複合的

に見なくちゃならない部分でございますので、そのほかに集積・集約・効率化等を進めて

おりますので、一概に数字だけで判断できるものではないということを御理解ください。 

 それでは、新規就農者数の内訳はどういう形態の方なのかというところでの御質問でご

ざいますが、新規就農者には新規学卒就農者、Ｕターン就農者、新規参入者、新規雇用就

農者の四つの形態がございます。 

 新規学卒就農者とは、学校を卒業した就農者の方のことであり、令和２年度、令和３年

度、令和４年度、いずれもゼロ人ということでした。 

 Ｕターン就農者につきましては、他の産業から転向し就農した農家出身者で、主に農業

以外の職業に６か月以上継続して従事していた方でございます。令和２年度が９名、令和

３年度が４名、令和４年度は２名でございました。 
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 新規参入者とは、農業経営の基盤を全く持たず、新たに農地を借り入れ、または取得し

たなどにより就農した非農家出身者、または農家出身者の方が実家とは別に農業経営を開

始した方々です。令和２年度につきましては５名、令和３年度は１名、令和４年度は３名

でございました。 

 新規雇用就農者、あとは農業法人や個人の経営体との間で期間を定めない正規の雇用契

約を締結した方で、パートタイマー、アルバイト、外国人技能実習生は除きます、令和２

年度が２人、令和３年度が12名、令和４年度が30名でございました。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） それでは、この分類の中で、公的支援を受けることができるの

は、新規就農者の中のどのタイプの分類に属する、該当する人たちでしょうか。簡単で結

構です。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 一定の要件をクリアすれば、新規就農者として国の支援

は受けられるというところでございます。新規に農業に従事したからといっても、市や国

からの公的な金銭支援を単純に受けられるものでございません。就農後に新たな農業経営

を営もうとする青年と、18歳から45歳未満が経営開始後５年間の経営計画をまとめた青年

等就農計画を作成し、就農する市町村から認定を受けた農業者が認定新規就農者となり、

認定を受けた農業者は、その計画に沿った公的な支援が受けられる制度となっております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） それでは、新規就農者の中で認定新規就農者になれるという人

は、通常は新規就農者としてどの程度の期間、新規就農者として農業活動の経験を積んだ

人なのでしょうか。 

 同時に、平成30年から令和４年までの新規就農者の中で、認定新規就農者として認めら

れた人は、合計何人いるのでしょうか。その２点についてお答えいただきたいのです。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） まず１点目、どのぐらいの期間農業やればいいのかとい

うところでございますが、その期間は特に問わず、きちんとした青年等就農計画書が作成

ができていれば、認定新規就農者として認められるものと考えております。 

 また、認定新規就農者の累計の人数ですが、平成30年度から令和４年度までで、16名の

方が認定新規就農者として活動をされております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 認定新規就農者になれば、受けられる公的支援というのはどの

ようなものがあるか、簡単に項目お願いします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 認定新規就農者の方が主に活用している補助制度は、市
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単独事業である新規就農者の農業機械・農業施設等導入支援事業と、国補事業である新規

就農者育成総合対策事業のうち、経営開始資金がございます。 

 新規就農者の農業機械・農業施設等導入事業は、農業経営に必要な農業機械や農業施設

の導入に係る経費の一部を補助しております。また、新規就農者育成総合対策事業のうち、

経営開始資金は、経営開始直後の農業収入が不安定な時期の認定新規就農者の経営を早期

確立するための支援をするものでございまして、１人当たり年間150万円、夫婦の場合は

1.5倍これを補助し、最長３年間支援を受けられる補助制度となっております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） そうしますと、平成30年から令和４年までの新規就農者の中で、

補助を受けられる認定新規就農者として認められた人は16名ということが分かりまして、

なかなか補助を受けて新しく農業にチャレンジするという人にとっては難しい状況もある

んだなということが分かりました。 

 農家数、農業従事者数が近年大きな減少となっており、いろいろな政策と組み合わせて、

先ほど農業産出額が増えていると、このように言いましたけれども、このまま農家数、従

事者数が減少を続けていって、笠間市の農業を維持、発展させていくということは難しい

というふうに私は思います。新規就農者を増やすことというのは重要な課題だと思います

が、どうでしょうか。一言でお願いします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 新規就農者を増やすというのも、農業の中では非常に重

要なものと考えております。 

 これに併せまして、先ほど答弁いたしました農地の集積、経営体の集約、あとＩＣＴ等

の効率化を図ることで総合的に見ながら、新規就農者も重要な案件ですが、そのほかの農

業経営者の方も全ての方を見ながら、おのおのの農業経営体に対して持続可能な農業をし

ていただくためのサポートをしていくのが重要な市の役目と考えております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） いろいろな政策と組み合わせるということも大事ですけれども、

農業を担う人が激減していってはならないと思いますので、重要だというふうな答弁はそ

のとおりだなというふうに受け止めた次第です。 

 それで、新規就農者を増やしていくためには、それなりの積極的な取組が必要だと思う

んですけれども、現在、新規就農者を増やすためにどのような取組をしているのか、その

典型的な例などを教えていただきたいと思うんですけれども。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 新規就農者を増やす具体的な取組といたしましては、市

の第２次笠間市農林業振興基本計画において、新規就農者と中心経営体の育成支援の内容

を記載しております。農業の新たな担い手として市内外から多様な人材による新規就農を
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促進するとともに、地域の中心経営体として農業者を育成し支援をしております。 

 具体的な就農意欲の喚起に係る方針として、笠間地区の改良普及センターと連携し、就

農に向けた相談会を随時実施、受付をしております。また、県内で行われる就農相談会に

積極的に参加して、笠間市の農業についてのＰＲなどを行っているような状況でございま

す。 

 以上です。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） いろいろな取組をしているということが分かりましたけれども、

現実に農業従事者の減少は、新規就農者の数の何倍もの勢いで進んでいるというふうに数

字からは見えてきますが、やっぱり笠間市の農業を支えるのは、農業に携わる人たちの努

力というのは大きいところがあると思います。新規就農者を増やしていくためにも、笠間

市の新規就農者に対する支援制度をもう少し拡充する必要があるのではないかなというふ

うに思います。そして、市独自の意欲的な数値目標等、実現にふさわしい支援策の拡充、

国支援、同時に市の支援がどうしても必要だと思います。 

 ところで、新規就農者に対する数値目標というのは、現在どのような目標を持っている

のでしょうか。簡単にお願いします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 笠間市第２次総合計画後期施策アクションプランにおい

て、令和２年度の数字ですが、現状値を14名、毎年と設定いたしまして、それから累計80

名と計画しております。そのため、令和３年度から毎年度、14名の新規就農者を創出する

ことを目標としているところでございます。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 分かりました。農業従事者がどんどん減っていくという状況は、

今後の笠間市の農業の維持、それから発展のためにはリスク要因になっているというふう

に思います。これからさらに支援を拡充して、新規就農者が増えることができるような政

策を打ち立てていただきたいということを強く思いまして、次の質問に入ります。 

 それでは都合で小項目②を割愛して、小項目③に移ってよろしいでしょうか。小項目③

に、いいですかね。 

 小項目③減農薬・化学肥料の削減・有機栽培面積の拡大方針にかかわる取組について、

お伺いをいたします。 

○議長（大関久義君） 産業経済部長礒山浩行君。 

○産業経済部長（礒山浩行君） 減農薬・化学肥料の削減・有機栽培面積の拡大方針に係

る取組についてでございますが、持続可能な地域農業を目指し、環境に係る負荷を低減し

た農業、学び合い、取組、環境農業の普及発展を推進し、生産から流通、加工、消費まで

の一貫した仕組みづくりを図ることを目的といたしまして、笠間市環境農業推進協議会を
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本年２月22日に設立したところです。協議会は12名で構成され、その中で、生産者を６名、

うち野菜が１名、水稲が３名、畜産１名、栗の事業者が１名でございます。そのほか、各

関係行政機関で構成されておりまして、この協議会の推進体制につきましては、全国各地

で有機農業の推進と課題解決に関わり実績のあるコンサルティング会社と連携しながら事

業を進めてまいります。今年度から既に同協議会が主体となり、有機栽培技術講習会や実

証場を設置した有機農産物の生育調査などを行い、県と連携しながら水稲の栽培技術マニ

ュアルの作成を始めたところでございます。 

 今後、国のみどりの食料システム戦略推進交付金を活用しながら、有機農業をはじめ環

境に優しい農業に取り組み、農家の方々にも周知しながら、有機栽培の面積の拡大を目指

していきたいと考えております。 

○議長（大関久義君） 石井 栄君。 

○１４番（石井 栄君） 時間もなくなってしまいましたけれども、地産地消で有機米、

有機野菜を作成する農家の育成なんですけれども、これはオーガニック学校給食の実施と

も関わっていると思いますが、その辺についても確実に進めていただけますようお願いし

まして、時間になりましたので質問を終わらせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（大関久義君） 14番石井 栄君の一般質問を終わります。 

                                         

 散会の宣告 

 

○議長（大関久義君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 次の本会議は、18日午前10時から開会いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

 なお、この後、総務企画委員会が開催されますので、委員の方々は委員会室へお集まり

ください。 

午後４時１７分散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する 

 

 

笠間市議会議長   大 関 久 義 

 

 

署 名 議 員   大 貫 千 尋 

 

 

署 名 議 員   小薗江 一 三 

 


	９月１７日
	令和６年第３回笠間市議会定例会会議録 第４号
	出 席 議 員
	欠 席 議 員
	出 席 説 明 者
	出席議会事務局職員
	議 事 日 程 第 ４ 号
	１．本日の会議に付した事件
	午前１０時００分開議
	開議の宣告
	議事日程の報告
	会議録署名議員の指名について
	一般質問
	○１８番（石松俊雄君）
	○９番（田村幸子君）
	○１３番（村上寿之君）
	○１０番（益子康子君）
	○１４番（石井 栄君）
	散会の宣告
	午後４時１７分散会

